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１ はじめに 

 

福井県には、現在１３基の商業用原子力発電所があり、このうち運転開始後

４０年を経過したプラントが３基（敦賀１号機、美浜１、２号機）、３０年を経

過したプラントが５基（高浜１、２号機、美浜３号機、大飯１、２号機）ある。 

 

福島第一原子力発電所事故後、平成２５年７月に施行された新規制基準にお

いて「４０年運転制限制」が導入された。また、平成２６年４月に閣議決定さ

れた「エネルギー基本計画」においては、「原発依存度については、省エネルギ

ー・再生可能エネルギーの導入や火力発電所の効率化などにより、可能な限り

低減させる」としている。廃炉の問題は、本県の原子力行政にとって大きな課

題である。 

 

また、本県には、放射性廃棄物の減容化・低毒化の国際的な研究開発拠点と

しての役割が期待される高速増殖原型炉「もんじゅ」、平成２０年２月から廃止

措置を実施中の新型転換炉「ふげん」、敦賀３、４号機の新増設計画があり、原

子力発電所の安全対策はもとより、放射性廃棄物の処分、プラントの廃止措置、

リプレースなど様々な課題について対応が求められている。 

 

廃炉・新電源対策室は、全国の立地地域に先駆けて国や事業者に対し先進的

な政策を提案し、自ら実行することにより、我が国の原子力政策に貢献すべく、

国内外の最新知見の情報収集を行った。 

 

このレポートは、これまでに実施した各種文献の調査、電力事業者・プラン

トメーカー・研究機関・有識者へのヒアリング、平成２６年７月１２日から 

２０日にかけて廃炉が進展する欧州の発電所等への実地調査を通じて得た情報

を整理し、廃炉・新電源対策に関する内外の現状と課題を第１次報告書として

記載したものである。 
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２ 使用済燃料の中間貯蔵 

 

（１）国内の状況 
 

 原子力発電所の廃炉を行うためには、運転により発生した使用済燃料をサイ

ト外に搬出することが必要である。本県はこれまで使用済燃料の中間貯蔵につ

いて、国に対し消費地の分担と協力の下で新たな地点選定の可能性について具

体的検討を開始するよう求めており、電力事業者に対しても中間貯蔵施設の県

外立地を強く求めてきているが、具体的な候補地選定等に至っていない。 

 

（使用済燃料の貯蔵状況） 

全国の原子力発電所に貯蔵されている使用済燃料は約１４，０００トンであ

り、これらは発電所のプールなど燃料貯蔵施設に保管され、その貯蔵容量の約

７割を占めている。また、県内での使用済燃料貯蔵量は約３，６００トンであ

り、全国同様貯蔵容量の約７割を占めており、国の試算では、平成２６年３月

時点であと７～９年で管理容量を超過するとされている。 

 

（使用済燃料の搬出：再処理施設） 

我が国では、使用済燃料は再処理することを政策の基本としている。青森県

六ヶ所村の日本原燃㈱再処理施設は、新規制基準に基づく審査中であり、平成

２６年１０月の運転開始を目指しているが、既に各地から搬入された使用済燃

料は、貯蔵容量３，０００トンに対し２，９５１トンが貯蔵（ＰＷＲ：1,472 ﾄ

ﾝ、ＢＷＲ：1,478 ﾄﾝ）され、ほぼ満杯状態である。 

 

（中間貯蔵施設の建設）1 

このような状況の中、平成２２年８月、東京電力㈱と日本原子力発電㈱との

共同出資によるリサイクル燃料貯蔵㈱（資本金３０億円 東京電力出資２４億

円、日本原子力発電出資６億円）が、青森県むつ市に最大５，０００トン（東

京電力分：4,000トン、日本原子力発電分：1,000トン）まで使用済燃料を貯蔵

可能とする中間貯蔵施設「リサイクル燃料備蓄センター」の建設に着手し、平

成２５年８月に３，０００トン規模の貯蔵建屋が完成した。現在、新規制基準

に基づく審査が行われており、同社においては平成２７年３月の操業を目指し

ている。 

 

 

【出典】・「総合資源エネルギー調査会 原子力小委員会 第 1 回資料」（H26.6 経済産業省） 
    ・「使用前検査申請書記載事項の変更について（届出）（再処理設備本体等に係る施設）」（H26.1 原子力規制委員会） 

・「六ヶ所再処理工場に係る定期報告書 平成 26 年 3 月及び平成 25 年度第 4 四半期報告」（H26.4 日本原燃(株)） 
・「使用済燃料貯蔵施設に係る使用前検査申請書記載事項の変更について（届出）」（H26.1 原子力規制委員会） 
・日本原燃(株)ＨＰ、リサイクル燃料貯蔵(株)ＨＰ 
・「経済産業大臣記者会見の概要」（H24.11 経済産業省） 

- 2 - 

                                                                                 



（国の取組み） 

本県は、使用済燃料の問題は、これまで電力を消費してきた大都市など消費

地の責任において対応すべきとの考えの下、国に対して使用済燃料対策に関す

る協議の場を設置し、消費地の理解と協力を得るよう要請を行っている。 

 

国は、平成２４年１１月に中間貯蔵や最終処分をはじめとする使用済燃料対

策について、関連自治体や電力消費地域の相互理解の醸成、議論を行う場とし

て「使用済核燃料対策協議会」の設置に向け、全国の都道府県に対し参加を呼

びかけ、平成２５年１０月には再度参加要請を行っている。 

 

平成２６年４月に閣議決定された「エネルギー基本計画」においては、「使用

済燃料の貯蔵能力の拡大」として、中間貯蔵施設や乾式貯蔵施設等の建設・活

用を促進するとともに、そのための政府の取組を強化するとしている。 

 

（関西電力の取組み） 

関西電力㈱においては、これまでも発電所内の使用済燃料貯蔵施設の増強工

事を行うなど使用済燃料の貯蔵能力の拡大を図ってきている。しかし、本県と

しては、これまで発電は引き受けてきたが、使用済燃料の貯蔵まで引き受けて

きたわけではなく、平成２４年７月の大飯発電所３、４号機の再稼働に際して

も中間貯蔵施設の県外立地を強く求めてきた。 

 

その後も立地に向けた進展がないことから、本県は、平成２５年４月に改め

て早期に検討に着手し結果を示すよう強く求め、関西電力㈱は、６月に副社長

をトップとする「リサイクル燃料資源中間貯蔵施設設置推進プロジェクトチー

ム」を設置し、中間貯蔵施設の県外立地に向けた具体的な検討を行っていると

ころである。 

 

 

（２）海外の状況 2 
 

海外では、使用済燃料を再処理せずにそのまま最終処分する直接処分を採用

している国もあるが、再処理または最終処分までの間、発電所の敷地内外にお

ける中間貯蔵が世界的に行われている。 

 

また、使用済燃料の貯蔵に関する国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の安全基準で

は、「政府は国家戦略の確立、必要な法律や規制の枠組みを提供する責任を有し

ている」としている。 

2【出典】・「エネルギー基本計画」（H26.4 閣議決定） 

・「世界の原子炉の廃止措置の状況」（H26.4 電事連調べ）※基数は、出力３万ｋＷ以上の非軍事用の発電所のものである 

・「世界の原子力発電開発の動向 2014」（H26.4 （一社）日本原子力産業協会） 

・「放射性廃棄物ハンドブック（平成 25 年度版）」（H26.2 （公財）原子力環境整備促進・資金管理センター） 

・「Storage of Spent Nuclear Fuel for protecting people and the environment No. SSG-15」（2012  IAEA） 
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以下に各国の原子力発電の状況と使用済燃料の中間貯蔵施設の状況を示す。

（４９～５０Ｐの資料１、２参照） 

 

（アメリカ） 

アメリカでは、最終処分場の計画が具体化しておらず、各電力事業者におい

て主にサイト付近で使用済燃料を中間貯蔵しているが、近年、政府が集中的な

中間貯蔵施設の建設方針を示し、資金確保も含めた検討を進めている。 
 
アメリカの原子力発電所は、１９５７年に運転を開始して以来１２７基が建

設されている。現在１００基が稼働し、２７基が廃炉を決定、そのうち１０基

が解体完了している。使用済燃料については、直接処分する方針であり、それ

までは電力事業者が発電所内外で貯蔵している。国内全体の使用済燃料の貯蔵

量は、約６５，０００トンである。 
 

１９８０年代後半に多くの発電所で使用済燃料の貯蔵容量が厳しくなったこ

とから、電力事業者による中間貯蔵施設の建設が計画され、発電所内外にこれ

まで７３か所が設置されている。3 

 

このうち、発電所外での中間貯蔵施設は２か所（乾式１、湿式１）ある。 

１か所目は、イリノイ州モリス中間貯蔵施設である。当初はゼネラルエレク

トリック（ＧＥ）社の再処理施設であったが、１９７８年に近隣のドレスデン

発電所１号機（ＢＷＲ）が運転停止を決定したため、再処理施設として整備さ

れた燃料プールを活用して使用済燃料の中間貯蔵を開始した。同国唯一のサイ

ト外湿式貯蔵施設である。貯蔵容量７４４トンに対し６７０トンが貯蔵されて

いる。 

 

２か所目は、エネルギー省（ＤＯＥ）が所管するアイダホ国立研究所である。

１９４９年に国立の原子炉試験場として設置され、放射性廃棄物の管理・貯蔵

に関する研究の一環として使用済燃料の再処理を実施していた。当時廃止措置

を行っていたサウスダコタ州パスファインダー発電所（ＢＷＲ）やペンシルバ

ニア州シッピングポート発電所（軽水増殖炉（ＬＷＢＲ））で発生した使用済燃

料も同施設で受け入れた。１９９２年からは中間貯蔵施設として運用を開始し

【出典】・「海外諸国の使用済燃料貯蔵の状況」、「アメリカの使用済燃料の中間貯蔵」高度情報科学技術研究機構（ATOMICA） 
・「使用済燃料管理問題と中間貯蔵の重要性-世界の動向」（H24.2 （財）電力中央研究所） 
・「原子力ワールドレポート&レビューNo.62」（H25.1 （公財）原子力安全研究協会海外原子力情報センター） 
・「NRC NEWS」（2004.12 NRC） 
・「Behavior of Spent Nuclear Fuel in Water Pool Storage」（1977.9 ERDA） 
・「Idaho Spent Fuel Stabilization & Disposition」（2010.9 DOE） 
・「Presentation ICP-2 Industry Day Idaho Cleanup Project Spent Nuclear Fuel Program」（2013.12 DOE） 
・「STRAREGY FOR THE MANAGEMENT AND DISPOSAL OF USED NUCLEAR FUEL AND HIGH-LEVEL  

RADIOACTIVE WASTE」（2013.1 DEPARTMENT OF ENERGY UNITED STATES OF AMERICA） 
    ・「Department of Energy FY 2015 Congressional Budget Request」（Office of Chief Financial Officer Volume3 2014.3） 
    ・「諸外国での高レベル放射性廃棄物処分」（公財）原子力環境整備促進・資金管理センターＨＰ 

・「核不拡散動向（米国ブルーリボン委員会の最終処分報告と DOE の戦略）」（H26.3（独法）日本原子力研究開発機構） 
・「BLUE RIBBON COMMISSION ON AMERICA’S NUCLEAR FUTURE」（2012.1 Blue Ribbon Commission） 
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たが、エネルギー省の施設から発生する使用済燃料のみを受け入れており、商

業炉からの受入れは行っていない。現在は３００トンが貯蔵されている。 

 

使用済燃料の最終処分場として２００２年にネバダ州ユッカマウンテンを処

分地に決定していたが、２００９年の政権交代により現政権はユッカマウンテ

ン計画を中止し、代替案を検討することとした。 

これを受けて、エネルギー長官は「米国の原子力の将来に関するブルーリボ

ン委員会」を設置し、同委員会は２０１２年１月に最終報告書を取りまとめ、

最終処分として地層処分施設開設のための迅速な取組みとともに、集中中間貯

蔵施設の迅速な設置等を勧告した。 

 

２０１３年１月、エネルギー省（ＤＯＥ）は、「使用済燃料及び高レベル放射

性廃棄物の管理・処分戦略」を公表し、２０２１年までにパイロット規模の中

間貯蔵施設（pilot interim storage facility）を建設し、２０２５年までに

より大型の中間貯蔵施設（larger interim storage facility）を建設する方針

を示した。その後、方針の具体化に向け、施設を建設する組織の設置等を内容

とする法案が連邦議会に提出されている。 

 

また、同戦略では、新たな資金確保策の必要性を示しており、２０１５会計

年度の予算教書では、ＤＯＥはこれまで最終処分場の建設等のため積み立てて

きた放射性廃棄物基金からの充当も含めて３０００万ドルの予算を要求し、中

間貯蔵施設の安全性評価等を行うこととし、これに係る歳出法案が提出されて

いる。 

 

（ドイツ）4 

ドイツでは、主に発電所の敷地内で中間貯蔵が行われている。中間貯蔵施設

の建設主体は２つの形態があり、旧西ドイツと旧東ドイツで異なっている。 
 
ドイツの原子力発電所は１９６７年に運転を開始して以来３２基が建設され

ている。現在９基が稼働し、２３基が廃炉を決定、そのうち１基が解体完了し

ている。国内全体の使用済燃料の貯蔵量は、約６，８００トンである。 
 
使用済燃料については、再処理または直接処分の選択制をとっていたが、 

２００２年４月の原子力法の全面改正により原子力発電の段階的撤退が決定さ

れ、２００５年７月以降に発生する使用済燃料については再処理せず、最終処

【出典】・「Management and Disposal of Used Nuclear Fuel and High-Level Radioactive Waste」（2014.1 DOE） 
・「Secretarial Determination of the Adequacy of the Nuclear Waste Fund Fee」The Secretary of Energy Washington, DC 20585 
・「世界の原子炉の廃止措置の状況」（H26.4 電事連調べ） 
・「放射性廃棄物ハンドブック（平成 25 年度版）」（（公財）原子力環境整備促進・資金管理センター） 
・「The 2002 Amendment to the German Atomic Energy Act Concerning the Phase-out of Nuclear Power」Dr.Axel Vorwerk 
・「平成 22 年度中間貯蔵施設に係る最新動向調査に関する報告書」（H23.8 （独法）原子力安全基盤機構） 
・「諸外国における放射性廃棄物関連の施設・サイトについて」（H25.3（公財）原子力環境整備促進・資金管理センター） 
・「海外情報ニュースフラッシュ」（H26.7（公財）原子力環境整備促進・資金管理センター） 
・GNS ＨＰ、EWN ＨＰ 
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分場の開設まで発生した発電所内外に電力事業者等が中間貯蔵施設を建設し、

貯蔵する方針となった。 
 

中間貯蔵施設の建設は、旧西ドイツについては、ライン＝ヴェストファーレ

ン電力会社（ＲＷＥ）、イーオン社（Ｅ．ＯＮ）などの発電事業者が行っており、

これまで１４か所が建設され、うち発電所外の貯蔵は２か所である。燃料プー

ルで約５年間冷却された後、輸送・貯蔵兼用キャスクに収納されて乾式貯蔵さ

れている。 
なお、ドイツ北部ゴアレーベンおよび西部アーハウスについては、電力４社

の共同出資による原子力サービス会社（ＧＮＳ）が中間貯蔵施設を運営してい

る。ゴアレーベンの貯蔵容量は３，８００トンであるが、使用済燃料の輸送に

対する反対運動を受け、現在燃料の搬入は行われていない。また、アーハウス

の貯蔵容量は３，９６０トンで、研究炉等の使用済燃料が貯蔵されている。 
 
旧東ドイツ（グライフスバルト１～５号機、ラインスベルグ）については、

連邦政府が出資する廃炉会社ノルトエネルギー社（ＥＷＮ）が建設・運営を行

っており、すべてグライフスバルト中間貯蔵施設で乾式貯蔵されている。貯蔵

容量５８５トンに対し約６割が貯蔵されている。（４４～４５Ｐ事例参照） 
 
（イギリス）5 

イギリスでは、２００５年に使用済燃料の管理と廃止措置を一元的に担う機

関として設置された「原子力廃止措置機関（ＮＤＡ）」が、廃止措置に伴う使用

済燃料をセラフィールド再処理施設に搬出している。 
 
イギリスの原子力発電所は、１９５６年に運転を開始して以来４４基が建設

されている。現在１６基が稼働し、２８基が廃炉を決定している。廃炉が完了

したプラントはない。 
 
ＮＤＡは、イングランド北西部のセラフィールド再処理施設において、これ

まで受け入れた外国からの使用済燃料と自国のガス冷却炉からの使用済燃料を

再処理しているが、新たな受入れは原則行わず、２０１８年までにこれまでの

受入分の再処理を終え、その後は中間貯蔵施設として活用する予定である。 
 
また、スコットランド北部のドーンレイの再処理施設が１９９８年に閉鎖さ

【出典】・「諸外国における放射性廃棄物関連の施設・サイトについて」（H25.3 （公財）原子力環境整備促進・資金管理センター） 
    ・「世界の原子炉の廃止措置の状況」（H26.4 電事連調べ） 
    ・「平成 23 年度発電用原子炉等利用環境調査（諸外国における原子力発電及び核燃料サイクル動向調査）最終報告書」 

（H24.3 株式会社アイ・イーエー・ジャパン） 
・「イギリスの再処理施設」高度情報科学技術研究機構（ATOMICA） 
・「諸外国における高レベル放射性廃棄物の処分について」（H25.3 （公財）原子力環境整備促進・資金管理センター） 
・「原子力ワールドレポート＆レビュー第 49 号」（H22.7 （公財）原子力安全研究協会海外原子力情報センター） 
・「放射性廃棄物ハンドブック（平成 25 年度版）」（H25.6 （公財）原子力環境整備促進・資金管理センター） 
・「総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 第 8 回『原子力技術開発の動向』」（H25.10 経済産業省） 
・「総合資源エネルギー調査会 原子力小委員会 第 1 回資料」（H26.6 経済産業省） 
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れた後、高速実験炉など一部の研究炉を廃止措置するための中間貯蔵施設とし

て活用されている。 
 

（フランス） 

フランスでは、使用済燃料は再処理することを基本としており、発電所内の

プールで一定期間貯蔵した後、ラ・アーグ再処理施設に搬出している。再処理

施設の運営主体には政府が出資している。 
 
フランスの原子力発電所は、１９６４年に商業運転を開始して以来７０基が

建設されている。現在５８基が稼働し、１２基が廃炉を決定している。廃炉が

完了したプラントはない。 
 
発電所で発生した使用済燃料は、発電所のプールで一定期間冷却した後、政

府が出資するアレバ（ＡＲＥＶＡ）社が運営するフランス北西部のラ・アーグ

再処理施設に搬送され、再処理される。国内全体の使用済燃料貯蔵量は、約 
１４，０００トンである。 
 

ラ・アーグ再処理施設は、フランス唯一の再処理施設であり、１９６６年か

ら４５年以上にわたり操業している。フランスで発生した使用済燃料のほか、

海外からも使用済燃料を受け入れ、再処理を行っている。 

再処理を行う前の使用済燃料を貯蔵するため、１５，０００トン規模のプー

ルを有しており、これは我が国の日本原燃㈱再処理施設の貯蔵容量の５倍に相

当する。 

最大処理能力は年間１，７００トンで、２０１３年の再処理実績は 

１，１７２トンである。これまでに累計２９，０００トン以上の使用済燃料を

再処理している。現在は、ほとんど自国の使用済燃料を再処理している。 

 
また、国として次の高速炉開発を含め、放射性廃棄物の減容化や有害度低減

に向けた研究開発を進めることとしている。 
 

（スペイン）6 

スペインでは、１９８４年に使用済燃料の管理と廃止措置を一元的に行う国

の公社「放射性廃棄物管理公社（ＥＮＲＥＳＡ）」が設置されている。さらに、

国内すべての原子力発電所から発生する使用済燃料を貯蔵する集中中間貯蔵施

【出典】・「Traitement des combustibles uses provennant de l’etranger Papport2013」（AREVA） 
・「AREVAs Overall D&D Experience 」（2014.7 AREVA） 
・「Sixth General Radioactive Waste Plan」（2006.6  ENRESA） 
・「世界の原子炉の廃止措置の状況」（H26.4 電事連調べ） 
・「諸外国における高レベル放射性廃棄物の処分について」（H25.3 （公財）原子力環境整備促進・資金管理センター） 
・「総合資源エネルギー調査会基本政策分科会 第 7 回『今後の原子力政策について』」（H25.10 経済産業省） 
・「放射性廃棄物ハンドブック（平成 25 年度版）」（H25.6 （公財）原子力環境整備促進・資金管理センター） 
・「平成 23 年度発電用原子炉等利用環境調査（諸外国における原子力発電及び核燃料サイクル動向調査）」（H24.3 経済産業省） 
・ENRESA ＨＰ 
・「放射性廃棄物 WG 中間とりまとめ」（H26.5 総合資源エネルギー調査会放射性廃棄物 WG） 
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設の建設が具体的に進展している。 
 
スペインの原子力発電所は、１９６９年に運転を開始して以来１０基が建設

されている。現在では７基が稼働し、３基が廃炉を決定している。廃炉が完了

したプラントはない。使用済燃料は直接処分する方向であるが、最終処分方法

は具体化していない。国内全体の使用済燃料の貯蔵量は、約４，０００トンで

ある。 
 

使用済燃料については、これまでサイト付近で乾式貯蔵されてきたが、ＥＮ

ＲＥＳＡは２００６年に「第６次総合放射性廃棄物計画（ＧＲＷＰ）」について

政府の承認を受け、集中中間貯蔵施設の建設操業を最優先課題とした。同年７

月には国が省庁間委員会を設置し、サイト選定に向けた準備を進めた。 
 
集中中間貯蔵施設に加え、ＥＮＲＥＳＡ技術研究センター、ビジネスパーク

等の整備も含めた総額９億ユーロ（約１，２００億円 ※1 ﾕｰﾛ＝136円で換算）

規模の構想を策定し、２００９年１２月から施設の受入れに関心を持つ自治体

を公募した。現地での聞取りによると、１４自治体から応募があったとのこと

である。 
 
政府において、地質、周囲の状況、アクセスなど様々な観点から検討を行い、

２０１１年１２月にスペイン中央部のビジャル・デ・カニャスを選定した。集

中中間貯蔵施設はスペイン国内で発生するすべての使用済燃料を建屋内で乾式

貯蔵する計画であり、貯蔵容量は７，０００トンである。現在２０１８年の供

用開始に向けて敷地の造成が開始されている。（４２～４３Ｐ事例参照） 
 

なお、選定されたビジャル・デ・カニャスも含む各自治体において、応募に

関しどのような合意形成を図ったのか、政府から自治体に対しどのようなアプ

ローチを行ったのかについては、今後調査が必要である。 

 

 

（３）課題・今後の対応 
 

（中間貯蔵施設の早期建設に向けた対応） 

 青森県むつ市のリサイクル燃料備蓄センターは、東京電力㈱と日本原子力発

電㈱の出資によるものであり、両社からの使用済燃料を受け入れる計画である。 

このため、関西電力㈱において中間貯蔵施設の早期の県外立地が急務である

が、具体的な候補地選定には至っていない。海外においては、アメリカでは国

が建設方針を示し、スペインでは国が建設方針を示すとともに地点選定を進め

ており、参考にすべき事例である。 
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我が国においては、平成２６年５月２３日に総合資源エネルギー調査会電

力・ガス事業分科会原子力小委員会放射性廃棄物ワーキンググループが「中間

とりまとめ」を行った。この中で最終処分場の選定について、国が科学的見地

から適地を示し立地への理解を求めること、実施主体である原子力発電環境整

備機構（ＮＵＭＯ）の抜本的な改善策を検討すること、国の体制を構築し最終

処分問題の解決に向けて国が前面に立って取り組む必要があるとしている。 

一方、「中間とりまとめ」では「使用済燃料の中間貯蔵の問題等も含めた廃棄

物問題全般に対し、しっかりとした道筋を示し、責任ある対処を進めていく」

としており、中間貯蔵についても国が前面に立って使用済燃料問題に関する政

策や方針、国や電力事業者の役割分担など中間貯蔵施設を建設・運営する体制

や財源確保などの仕組みを整備することが必要である。 

 

 このため、本県としては、引き続き関西電力㈱に対して中間貯蔵施設の県外

立地の早期実現を強く求めていくとともに、その状況を節目節目で確認してい

く。 

 

また、国に対して「使用済核燃料対策協議会」を早期に設置し、消費地の分

担と協力の下で新たな地点の可能性について具体的検討を開始することをさら

に強く求めていく。 

 

さらに、発電所外に中間貯蔵施設を建設している海外の状況について、施設

の基準等の整備や財源確保など国の関与、立地経緯や住民理解の形成などにつ

いてさらに調査を進め、国や事業者に対し、積極的な提言を行っていく。 

 

（貯蔵・輸送技術等の研究開発）7 

海外で使用されている金属やコンクリートキャスクによる乾式の貯蔵方式は

プール貯蔵よりも設備が簡易なこと、規模も大小のコントロールができること

から、消費地において安全を確保した中間貯蔵が推進されるよう、貯蔵方式や

輸送方法について新たな技術等の研究開発を進める必要がある。 

 

このため、国や関西電力㈱が消費地における貯蔵方式や輸送方法の安全性等 

について研究を深め、その研究結果を公表するよう求めていく。 

  

【出典】・「使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（H25.12 原子力規制委員会規則第 24 号） 
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３ 廃止措置 

 

（１）国内の状況 
 

平成２５年７月に施行された原子力発電所の新規制基準において「４０年運

転制限制」が導入され、１回に限り最大２０年の運転延長を認める例外規定が

設けられた。施行時点で運転３７年を超えるプラントは県内に５基（日本原子

力発電㈱敦賀１号機、関西電力㈱美浜１、２号機、高浜１、２号機）、県外には

２基（中国電力㈱島根１号機、九州電力㈱玄海１号機）ある。これらについて

は、平成２７年７月までに電力事業者において運転延長の申請が必要となり、

その前提として特別点検を行わなければならない。 

 

これまで国内では、日本原子力研究開発機構の動力試験炉ＪＰＤＲ（茨城県

東海村）の解体・廃止措置が完了し、その後１０基が廃炉を決定している。現

在、日本原子力発電㈱東海発電所（ガス冷却炉）、日本原子力研究開発機構「ふ

げん」（新型転換炉）、中部電力㈱浜岡発電所１、２号機で廃止措置が進められ

ている。現在解体中のプラントについては、原子炉領域など本格的な解体には

至っていない。（５１Ｐの資料３参照） 

 

（動力試験炉ＪＰＤＲ）8 

動力試験炉ＪＰＤＲ（１．２５万ｋＷ）の廃止措置は、国内で初めての発電

用原子炉の解体であり、廃止措置を行うに当たり、遠隔操作による原子炉領域

の水中切断技術等の開発、実証を行いながら、昭和５６年から平成８年まで 

１６年をかけて順次解体され、最終的に更地となっている。 

 

使用済燃料約９トンは、東海再処理施設で再処理された後、ガラス固化体と

して同施設内で保管されている。 

また、解体に伴い約３，７７０トンの低レベル放射性廃棄物が発生し、この

中には圧力容器等を切断解体した廃棄物も含まれている。このうち放射能レベ

ルが極めて低い放射化コンクリートなど約１，６７０トンは、埋設実地試験と

して敷地内でトレンチ処分され、残る約２，１００トンは、放射能レベルが一

定以上であるため、専用の遮蔽容器等に収納され敷地内で保管されている。 

 

（東海発電所） 

東海発電所（１６．６万ｋＷ）では、平成１３年１０月に原子炉解体届を国

に提出し、平成３７年までの２５年間で廃止措置を行う計画である。 

【出典】・「原子炉解体技術開発成果報告書－JPDR の解体と技術開発」（H9 日本原子力研究所） 
・「JPDR の解体」、「日本原子力発電(株)東海発電所の廃止措置について」、「東海再処理工場」高度情報科学技術研究機構 

（ATOMICA） 
・「東海発電所の廃止措置」日本原子力発電(株)ＨＰ 
・日本原子力発電(株) 廃止措置プロジェクト推進室および東海発電所廃止措置室 聞取調査（H26.4） 
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全ての使用済燃料は、既にイギリスの再処理施設への搬出を完了しており、

現在、原子炉領域以外の設備（タービン、熱交換器等）の解体が進められてい

る。なお、原子炉領域については、解体に伴う放射性廃棄物の処分先が確保さ

れておらず、解体作業の着手が遅れている。 

これまでの解体に伴って低レベル放射性廃棄物が約７９０トン発生し、敷地

内で保管されている。また、放射性廃棄物として取り扱う必要のないコンクリ

ートや金属などの廃棄物が約１，８００トン発生し、うち約１７０トンの金属

がベンチや車止めなどに再利用され、残りは敷地内で保管されている。 

 

（新型転換炉ふげん） 

「ふげん」（１６．５万ｋＷ）は、平成２０年２月に廃止措置計画の認可を受

け、平成４５年まで２６年間かけて廃止措置を進める計画である。これまでに

比較的放射線レベルの低い設備（復水器、主蒸気管等）の解体を進めてきてい

る。 

 

一方、使用済燃料については、４６６体が敷地内燃料プールに保管されてい

る。平成２９年度までには燃料の搬出を完了する計画であるが、搬出先である

東海再処理施設は、平成２５年１２月に施行された新規制基準に対応していく

必要があり、再稼働の時期は明らかにされていない。 

これまでの解体に伴って低レベル放射性廃棄物が約５５トン発生し、敷地内

で保管されている。また、放射性廃棄物として取り扱う必要のない廃棄物が約

７６０トン発生し、敷地内で保管されている。 

 

（浜岡発電所１号機、２号機）9 

浜岡発電所１、２号機（１号機５４万ｋＷ、２号機８４万ｋＷ）では、平成

１８年に改訂された耐震指針への対応に相当な費用を要することから運転終了

を決定した。平成２１年１１月に廃止措置計画の認可を受け、平成４８年まで

２８年間かけて廃止措置を進める計画である。 

 

使用済燃料は、同発電所４、５号機の使用済燃料プールに搬出を進めており、

さらに貯蔵容量を確保するため、敷地内に乾式キャスクによる使用済燃料貯蔵

施設（４００トン規模）を建設し、平成３０年から使用開始する計画である。 

 

（廃止措置の実施主体、方式、費用） 

我が国では、廃止措置の実施主体は、原子炉等規制法（核原料物質、核燃料

物質及び原子炉の規制に関する法律）により電力事業者であり、廃止措置計画

【出典】・「原子炉廃止措置研究開発センター（ふげん）の概況」（H25.11 （独法）日本原子力研究開発機構） 
    ・「新型転換炉原型炉施設 廃止措置計画認可申請書」（H20.2 （独法）日本原子力研究開発機構） 

・（独法）日本原子力研究開発機構 敦賀本部 廃止措置研究開発センター 技術開発部 技術開発課 聞取調査（H25.11） 
・「浜岡原子力発電所 1、2 号機の廃止措置計画について」中部電力(株)ＨＰ 
・「浜岡原子力発電所 1、2 号機の運転終了および 6 号機の建設等について」（H20.12 中部電力㈱） 
・「浜岡原子力発電所 使用済燃料乾式貯蔵施設の建設計画の変更について」（H26.7 中部電力㈱） 
・「原子力発電所の廃炉に係る料金・会計制度の検証結果と対応策」（H25.9 総合資源エネルギー調査会廃炉に係る会計制度検証ＷＧ） 
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について国の認可を受けることとされている。 

総合エネルギー調査会原子力部会が示した標準工程では、電力事業者は運転

を終了した発電所について、使用済燃料を搬出した上で、系統除染、安全貯蔵

（５～１０年）、解体撤去を基本的な進め方（安全貯蔵方式）としている。一般

的な廃止措置期間は２０年から３０年程度とされている。 

 

１基当たりの廃止措置費用は、国の試算によると１１０万ｋＷ級の大型炉で

５７０～７７０億円、８０万ｋＷ級の中型炉で４４０～６２０億円、５０万ｋ

Ｗ級の小型炉で３６０～４９０億円とされている。 

電力事業者は、毎年の稼働実績に応じて費用を積み立ててきたが、福島第一

原子力発電所の事故後に導入された新規制基準により、長期の運転停止や想定

外の早期運転終了が見込まれ積立金の不足等が懸念されることから、国は平成

２５年１０月に引当金に関する省令を改正し、これまでの運転期間４０年に運

転停止後の安全貯蔵期間１０年間を加えた５０年を原則的な引当期間とし、各

期の引当額を平準化する観点から稼働状況によらない定額法に見直した。 

 

 

（２）海外の状況 
 

 世界では、これまで５５８基の原子力発電所が建設され、現在４２６基が稼

働している一方、１３２基が廃炉を決定し、うち１２基（アメリカ１０基、ド

イツ１基、日本１基）が解体を完了している。 

 

国際原子力機関（ＩＡＥＡ）において原子力発電所の廃止措置に関する様々

なガイドラインや技術レポートがまとめられ、規制要件や安全確保の考え方が

整理されている。 

ＩＡＥＡの技術レポートＴＲＳ－４４６（２００６年）では、解体方式とし

て、①即時解体方式（停止後直ちに解体）、②安全貯蔵方式（停止後放射能の減

衰を待って解体）、③遮蔽隔離方式（原子炉本体の周りに放射線を遮蔽する建物

を設置して永久保管等）の３つの選択肢を示し、即時解体方式を推奨している。 

以下に各国の廃止措置の状況を示す。（５２～５９Ｐの資料４、５、６参照） 

（アメリカ）10 

（アメリカ） 

アメリカでは、世界最多の解体実績を有している。廃止措置の主体となる電

力事業者が解体方式を判断しており、効率的な廃止措置を行うため、業務の包

括委託や新たな廃炉会社の設立などを行っている事例が見られる。 

 

【出典】・「商業用原子力発電施設の廃止措置のあり方について」（S60.7 総合エネルギー調査会原子力部会） 
・「原子力発電所の廃炉に係る料金・会計制度の検証結果と対応策」（H25.9 総合資源エネルギー調査会廃炉に係る会計制度検証ＷＧ） 

    ・「原子力発電施設解体引当金に関する省令」（経済産業省） 
    ・「世界の原子炉の廃止措置の状況」（H26.4 電事連調べ） 
    ・「Decommissioning of Research Reactors（IAEA TRS-446）」（2006 IAEA） 
    ・「平成 24 年度発電用原子炉等利用環境調査（海外における原子力政策等実態調査）」（H25.3 経済産業省） 
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アメリカは、１９５７年に初の商業用原子力発電所としてペンシルバニア州

でシッピングポート発電所が運転を開始した。その後、一部を除き民間主導に

よる原子力発電が進展した。（公営による原子力発電は全基数の約２割弱） 

 

現在、１００基が運転している一方、２７基が廃炉を決定しており、うち 

１０基が解体完了、５基が解体撤去中である。廃止措置の実施主体は電力事業

者であり、廃止措置の方式は、電力事業者が各発電所の汚染状況や費用の調達

状況等を総合的に勘案して判断している。 

 

既に解体が完了した１０基のうち、カリフォルニア州ランチョセコ発電所（Ｐ

ＷＲ）、オレゴン州トロージャン発電所（ＰＷＲ）（４６Ｐ事例参照）など８基

の使用済燃料はサイト付近でコンクリートキャスクや地下室に貯蔵されている

ほか、他の原子力発電所に搬出されている。また、残る２基（サウスダコタ州

パスファインダー発電所（ＢＷＲ）、ペンシルバニア州シッピングポート発電所

（軽水増殖炉（ＬＷＢＲ）））の使用済燃料については、閉鎖当時に再処理を実

施していたことから、アイダホ国立研究所等の再処理施設に搬出されている。 

低レベル放射性廃棄物は、ユタ州クライブ、ワシントン州リッチランド、サ

ウスカロライナ州バーンウェルなど国内の処分場に搬出されている。なお、こ

のほかテキサス州テキサスにも低レベル放射性廃棄物処分場があり、アメリカ

国内に計４か所整備されている。 

 

また、解体撤去中のうち、イリノイ州のザイオン発電所１、２号機（ＰＷＲ）

は１９９８年に閉鎖決定後、敷地の近隣にコンクリートキャスクで使用済燃料

を貯蔵し、解体作業の着手時期を早めている。また、電力事業者が廃炉会社と

共同で設立したザイオンソリューションズ社に発電所の認可所有権や廃止措置

資金を委譲し、技術・ノウハウや経験を最大限に活用できる体制をとっている。 

（ドイツ）11 

（ドイツ）12 

ドイツでは、廃止措置の主体は２つの形態があり、旧西ドイツと旧東ドイツ

で異なっている。 

旧西ドイツでは、１９６７年にグンドレミンゲンＡ発電所（ＢＷＲ）が運転

を開始するなど、民間主導による原子力発電が進展した。その後１９９０年の

ドイツ統一、１９９８年の電力自由化を経て、現在も電力供給体制は民間主導

を継続しており、廃止措置についても電力事業者が行っている。 

 

一方、旧東ドイツにいては、電気事業は国営で運営されてきた。旧ソ連型加

【出典】・「平成 24 年度発電用原子炉等利用環境調査（海外における原子力政策等実態調査）」（H25.3  経済産業省） 
    ・「アメリカの原子力政策および計画」高度情報科学技術研究機構（ATOMICA） 

・「欧米主要国における原子力発電等に対する国の関与と会計検査に関する調査研究」（H26.2 三菱ＵＦＪﾘｻｰﾁ＆ｺﾝｻﾙﾃｲﾝｸﾞ㈱） 

・「Zion Project Overview」ZION SOLUTIONS ＨＰ 

・「Idaho Spent Nuclear Fuel Stabilization & Disposition」（2010.9 DOE Idaho Operations Office）  
12・「ドイツの原子力発電開発」、「旧西独の原子力発電の現状および統一ドイツの原子力政策」、「旧東独の原子力政策および 

原子力発電の現状」高度情報科学技術研究機構（ATOMICA） 
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圧水型炉の導入により１９６６年にラインスベルク発電所が運転を開始するな

ど原子力発電が進展したが、その後のドイツ統一、電力自由化を経て、現在、

電力供給体制は民間主導となっている。廃止措置は、国の出資を受けたＥＷＮ

社が行っている。 

旧東ドイツのプラントはドイツ統一後に適用された旧西ドイツの安全基準に

適合できず運転を終了したが、当時は、大量失業が社会問題であったことから、

連邦政府が失業対策の一環として、発電事業者のＥＷＮ社に出資して廃炉会社

に転換させ、早期に解体作業を開始することで雇用の維持を図った背景がある。 
13 

旧西ドイツ、旧東ドイツ合わせてこれまで２３基が廃炉を決定しており、う

ち１基が解体完了、１２基が解体撤去中である（旧東ドイツは６基すべてが廃

炉を決定し、解体撤去中。解体完了したプラントはない）。２０２２年までには

さらに現在運転中の９基を閉鎖し、すべての原子力発電所を運転終了すること

としている。国は即時解体方式を推奨している。 

 

既に解体が完了した１基（旧西ドイツ南部ニーダアイヒバッハ発電所（ガス

冷却重水炉（ＨＷＧＣＲ））は、１９７４年に閉鎖を決定し、廃止措置が行われ

た。当時ドイツでは再処理の方針をとっていたことから、使用済燃料はフラン

スの再処理施設に搬出され、再処理後に返還されたガラス固化体がゴアレーベ

ン中間貯蔵施設に保管されている。また、発生した低レベル放射性廃棄物は国

内のモルスレーベン処分場（現在閉鎖）に搬出されている。１９９５年に廃止

措置を終了し、跡地は更地（green-field）となっている。 

 

このほか、出力１．５万ｋＷと小規模であるが、旧西ドイツ中部の研究炉カ

ール発電所（ＢＷＲ）の解体が完了している。同発電所は１９８５年に廃止措

置に着手した。使用済燃料は国内のＷＡＫ再処理施設（現在閉鎖）に搬出され、

再処理後のガラス固化体がグライフスバルト中間貯蔵施設に保管されている。

また、発生した低レベル放射性廃棄物は国内のモルスレーベン処分場（現在閉

鎖）に搬出されている。２０１０年に廃止措置を終了し、跡地は更地

（green-field）となっている。 

 

解体撤去中のうち、旧東ドイツのグライフスバルト発電所１～５号機（ソ連

型軽水炉（ＶＶＥＲ））は、先述のＥＷＮ社が廃止措置を実施している（４４～

４５Ｐ事例参照）。ＥＷＮ社は、ドイツ連邦財務省の出資により旧東ドイツの発

電所すべての廃止措置を実施しており、年間２．３億ユーロ（約３１０億円 ※

1 ﾕｰﾛ＝136円で換算）の補助を受けている。 

 

13【出典】・「世界の原子炉の廃止措置の状況」（H26.4 電事連調べ） 
・「Country Nuclear Power Profiles‘GERMANY2013’」（ＩＡＥＡ） 
・「ドイツにおける原子力発電所廃止措置計画」、「ｸﾞﾗｲﾌｽﾊﾞﾙﾄ原子力発電所を巡る動き」高度情報科学技術研究機構（ATOMICA） 
・「Decommissioning of NPPs and other nuclear facilities 20years experience」（2014.7 EWN） 
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旧西ドイツの解体中の事例としては、ミュルハイム・ケールリッヒ発電所（Ｐ

ＷＲ）があり、廃止措置を進める過程において、資材置場として活用していた

土地を放射線防護の規制対象から外して地元市に売却するなどコスト縮減を図

っている。（４８Ｐ事例参照） 

 

（イギリス）14 

イギリスでは、政府の資金により２００５年に「原子力廃止措置機関（ＮＤ

Ａ）」が設置され、廃止措置、それに伴う人材の育成のほか、放射性廃棄物の最

終処分地の選定までを行っている。 

 

イギリスの電気事業は、１９４７年電力法において国有化が規定され、 

１９５０年代から、国主導によりガス冷却炉（ＧＣＲ）を中心に原子力発電の

開発、導入が進められた。１９５６年にはイングランド南東部でコールダーホ

ール１号機が運転を開始した。その後、改良型ガス冷却炉（ＡＧＲ）の開発が

進められ、１９６３年には原型炉としての役割を果たしたウィンズケール発電

所が運転を開始した。 

１９８９年の電力法改正により国営電力会社の分割・民営化が開始されたが、

ガス冷却炉については、既に廃炉を決定していたプラントも含めて十分な経済

性を発揮できない等の理由により、引き続き国営会社が運転、管理を行うこと

となり、２００５年には、運転中も含め既に閉鎖時期が決定していた２９基が

ＮＤＡに引き継がれた。 

改良型ガス冷却炉については、複数の民間会社が運転することとなったが、

市場競争の進展に伴う電力会社の経営危機や海外資本の参入により、現在、民

間会社で原子力発電を行っているのは、フランス電力会社（ＥＤＦ）の子会社

であるＥＤＦエナジー社のみとなっている。 

 

現在イギリスで運転している原子力発電所は、ＥＤＦエナジー社の１５基と、

ＮＤＡの１基（２０１５年運転停止予定）、合わせて１６基である。 

一方、廃止措置を行っているのは、ＮＤＡに引き継がれた２８基であり、う

ち２基（ウィンズケール発電所、ドーンレイ発電所）が解体撤去中である。 

 

電力自由化を進める中で、一部の原子力発電所が引き続き国営とされ、その

廃止措置に国が関与を継続していることについては、現地等での聞取りによる

と、競争市場の導入に当たり、国営時代に発生した使用済燃料の管理などを民

間に委ねることは適切でないこと、長期にわたる廃炉の作業について責任の所

在の必要性、知見や技術の一元化を重視したことなどが背景にあるとのことで

ある。 

なお、民営化された運転中のプラントのうち、現在、廃止措置が決定したも

【出典】・「平成 24 年度発電用原子炉等利用環境調査（海外における原子力政策等実態調査）報告書」（H25.3 経済産業省） 

・「イギリスの原子力発電開発」、「イギリスの原子力政策および計画」高度情報科学技術研究機構（ATOMICA） 

・NDA ＨＰ 
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のはなく、今後の廃炉を誰が担うのかについては、具体的に決まっていないと

のことである。 

 

ＮＤＡは、廃炉が決定したプラントを保有し、廃止措置に係る戦略を立案す

る。解体等の作業については国際入札を通じて大手プラントメーカー等を管理

会社（ＰＢＯ）として選定し、その下でサイト・ライセンス・カンパニー（Ｓ

ＬＣ）が実施している。 
ＮＤＡの設立にあたり、政府から約５００万ポンド（約８．６億円 ※1 ﾎﾟﾝ

ﾄﾞ＝172 円で換算）の補助金が拠出されている。予算規模は、毎年約３０億ポ

ンド（約５，１００億円）であり、そのうち約１９億ポンド（約３，２００億

円）を各プラントの除染・解体や放射性廃棄物等の処分費用に充当している。

歳入は政府からの予算配分と廃棄物の輸送業務などによる収入である。職員数

は約２３０人である。 
廃止措置戦略の策定に当たっては、解体方式は、作業員の被ばく量や放射性

廃棄物の低減、解体の容易化、各プラントにおける業務量や予算の平準化など

の観点から、原子炉本体以外の設備解体を進めた後、原則として５０～６０年

間の貯蔵期間を設定する安全貯蔵を採用している。 
15 

安全貯蔵を採用するイングランド北西部コールダーホール発電所１～４号機

（ＧＣＲ）は、２００３年に閉鎖を決定し、炉心を８０年から１００年間維持

管理状態に置いて放射線量が自然に下がるのを待ち、解体する計画である。 

 

解体撤去中のうち、イングランド北西部ウィンズケール発電所（ＡＧＲ）は、

１９８１年に閉鎖を決定したイギリス初の廃止措置である。廃止措置技術の実

証を目的として即時解体方式を採用し、熱交換器の解体後にできた空間を活用

して、黒鉛廃棄物等の処理研究の検証を行いながら、実際の作業に反映してい

る。（４０～４１Ｐ事例参照） 
16 

解体撤去中のイギリス最北部に位置するドーンレイ発電所（ＦＢＲ）は、高

速増殖炉の原型炉として１９７６年に運転を開始し、研究開発の終了により 

１９９４年に閉鎖した。 

使用済燃料は、サイト内の再処理施設（１９９８年閉鎖）で貯蔵されており、

今後、セラフィールドの再処理施設に搬出される予定である。 

解体に伴い発生した低レベル放射性廃棄物は、サイト内に建設された貯蔵施

設で保管されており、現在、サイト内に建設中の低レベル放射性廃棄物処分場

【出典】・「Nuclear Decommissioning」、「NDA Site Restoration Strategy」（2014.7 NDA）  
・「Nuclear Decommissioning Authority Business Plan」（NDA） 
・「Directory of UK Decommissioning Technologies and Capabilities」（UK TRADE&INVESTMENT） 
・「Energy Act 2004」 
・「英国原子力廃止措置機関について」（H23.10 内閣府原子力政策担当室） 
・「People and Skills Strategy」(2014.4 NDA) 
・「National Skills Academy For Nuclear Plan 2013-2015」「Company Resume 2014」(2014 National Skills Academy) 
・「SUPPLY CHAIN APPRENTICES FOR NUCLEAR」（2012.7 The National Skills Academy） 
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で処分する計画である。 

廃止措置の完了は２０３４年を予定しており、現在、原子炉周辺の設備・機

器や不要となった建屋等の解体撤去が行われている。 

 

ＮＤＡにおいては、これらをはじめとする廃止措置を進める一方、廃止措置

に伴う跡地について、サイト解放の状態や時期を示すため、除染の状況やコス

トについて検討し、地元意見の聴取などを行っている。 
 

人材育成の面では、「２００４年エネルギー法（Energy Act 2004）」において、

廃止措置に関する熟練した労働力の維持・育成がＮＤＡに義務付けられており、

ＮＤＡは、廃止措置を担う技術者の確保・育成に係る方針を有し、施設整備に

対して積極的な投資を行っている。 

また、現在の原子力関係の技術者約１６，０００人の３４％が今後１５年間

で退職等により離職すると見込まれることから、政府は、廃止措置のほかプラ

ントの新設や運転に対応することも含め現在の人員規模を１８％上回る技術者

を確保する方針である。 

２００８年１月、原子力に関する人材育成を強化するため、政府、民間の協

力により「ナショナル・スキルズ・アカデミー・ニュークリア（National Skills 

Academy for Nuclear）」が設立されており、研修生に対する技術教育・訓練等

を通じ、２０１１年までの４年間で１２８名が関連企業に雇用されている。 

国内には８か所の教育訓練・研修施設が整備されており、これらの整備費約

８，０００万ポンド（約１３６億円 ※1 ﾎﾟﾝﾄﾞ＝172 円で換算）のうち、ＮＤ

Ａが約２，３００万ポンド（約３９億円）を投資している。 

 

（フランス）17 

フランスでは、原子力発電について国が幅広い分野に投資を行っており、廃

止措置についても国が出資する電力会社を中心に実施している。 

 

フランスは天然資源に乏しいことから、１９６４年に原子力発電所の商業運

転を開始して以降、１９７３年の第一次石油危機を契機に原子力発電を加速し

た。 

原子力政策は政府主導により進められ、発電所の運転については国営電力会

社フランス電力公社（ＥＤＦ）（現：フランス電力株式会社 2004 年に株式を

公開。現在も政府が約８割の株式を所有）が行ってきた。現在、研究開発につ

いては政府機関である原子力・代替エネルギー庁（ＣＥＡ）、核燃料サイクルお

よび技術開発については政府が出資するアレバ（ＡＲＥＶＡ）社が行い、原子

17【出典】・「平成 24 年度発電用原子炉等利用環境調査（海外における原子力政策等実態調査）報告書」（H25.3 経済産業省） 

・「フランスの原子力発電開発の状況」、「フランスの原子力政策および計画」、「フランスの原子力開発体制」、「フランスの 

電気事業および原子力産業」（ATOMICA） 

・ＥＤＦ ＨＰ 

・「Charli cleans up at Creys-Malville」（2013.12 World Nuclear News） 

・「原子力ワールドレポート＆レビュー第 95 号」（H26.6 （公財）原子力安全研究協会） 
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力を中心とする国内電力の安定確保、原子力産業の海外展開を図っている。 

 

現在、５８基が運転している一方、１２基が廃炉を決定しており、うち３基

（ショーＡ発電所、モンダレーＥＬ４発電所、スーパーフェニックス発電所）

が解体撤去中である。国は即時解体方式を推奨している。 

 

解体撤去中のうち、フランス北東部に位置するショーＡ発電所（ＰＷＲ）は、

１９６７年に運転を開始した欧州最初のＰＷＲであり、フランスで初めて解体

作業に着手している。 

ＥＤＦが廃止措置を実施しており、使用済燃料は、１９９５年までにラ・ア

ーグ再処理施設に全量を搬出した。 

解体に伴い発生した中低レベルの放射性廃棄物は、モルヴィリエ低レベル放

射性廃棄物処分場等に搬出されている。 

現在は、タービン建屋や管理棟等の解体撤去を完了し、２０２５年の廃止措

置完了に向けて、原子炉周辺設備の解体を進めている。 

 

（スペイン） 

スペインでは、１９８４年に廃止措置、放射性廃棄物の処分を一元的に実施

する国の公社「放射性廃棄物管理公社（ＥＮＲＥＳＡ）」が設立されている。 

 

スペインにおいては、１９６０年代末から１９７０年代初頭にかけ、ホセ・

カブレラ発電所（ＰＷＲ）、サンタ・マリア・デ・ガローニャ発電所（ＢＷＲ）、

バンデリョス発電所（ＧＣＲ）が相次いで運転を開始した。 

その後、１９８０年代には新たに７基が運転を開始し、計１０基の半数が国

営企業（ＥＮＤＥＳＡ 現在は民間企業）、半数が民間企業により行われた。 

１９８３年以降は当時の政権において新規の原子力発電所建設を凍結する一

方、廃止措置や放射性廃棄物の管理・処分については国が責任を持って行うこ

ととされ、その実施主体として１９８４年にＥＮＲＥＳＡが設立された。 

これについては、現地等での聞取りによると、当時は電力事業者が長期にわ

たる廃炉等を行う資金的余裕がなく、さらに知見やノウハウを有する技術者も

不足していたことが背景にあるとのことである。 
18 

なお、現在は既存プラントの運転延長は認める方針であり、７基が運転して

いる。一方、３基が廃炉を決定しており、うち１基（ホセ・カブレラ発電所）

がＥＮＲＥＳＡにおいて解体撤去中である。即時解体方式を採用している。 

解体の手順としては、電力事業者が発電所から使用済燃料の搬出を終えた後、

18【出典】・「平成 24 年度発電用原子炉等利用環境調査（海外における原子力政策等実態調査）報告書」（H25.3 経済産業省） 
・「スペインの原子力発電開発」、「スペインの原子力政策・計画」、「スペインの核燃料サイクル」高度情報科学技術研究機構 

（ATOMICA） 
・ENRESA ＨＰ 

        ・「わずか 4 年弱廃炉進捗 5 割スペイン ホセ・カブレラ原子力」（H26.1 電気新聞） 
・「ＥＵにおける原子力発電所の廃炉実態調査 調査団帰国報告」（H26.3 （一財）日本技術者連盟） 
・「JOSE CABRERA NPP DISMANTLING AND DECOMMISSIONING PROJECT」（2014.7 ENRESA） 
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電力事業者からＥＮＲＥＳＡに発電所の権限を移転し、廃止措置計画に基づき

解体を行う。現地での聞取りによると、運転停止後に使用済燃料の搬出を行う

準備期間において、ＥＮＲＥＳＡが発電事業者の業務を技術的に支援しながら

計画を策定するとのことである。 

 

設立に際して政府の拠出により基金が造成され、２０１２年末で約３６億ユ

ーロ（約４，８００億円 ※1 ﾕｰﾛ＝136 円で換算）となっている。毎年の事業

費は政府が負担しており、２０１２年の予算規模は約４億ユーロ（約５４０億

円）である。廃止措置には約２．５億ユーロ（約３４０億円）を投じており、

政府が承認する「総合放射性廃棄物計画（ＧＲＷＰ）」に基づき、放射性廃棄物

の管理・処分、廃止措置の実施、人材育成、研究開発など廃炉に関する業務を

実施している。職員数は約３００人である。 

 

これらの業務を一元的に行う組織として、イギリスには「原子力廃止措置機

関（ＮＤＡ）」があり、ＮＤＡはサイト解放の状態や時期について検討を行うが、

ＥＮＲＥＳＡは廃止措置終了後の跡地の利活用には関与せず、跡地の利用計画

は電力事業者が行うこととなる。 

 

解体撤去中のスペイン中央部のホセ・カブレラ発電所（ＰＷＲ）では、迅速

な解体作業を進めており、２０１０年から２０１７年までの８年間で廃止措置

を完了する計画である。汚染レベルが高い炉内構造物は、キャスクに封入しや

すいよう縦切りして搬出・保管するなど作業の効率化や低コスト化を図ってい

る。 

 

迅速な解体のためには、使用済燃料や解体に伴う低レベル放射性廃棄物等の

搬出先を確保しておく必要があるが、同公社では、使用済燃料はサイト付近で

キャスク保管し、放射性廃棄物はエル・カブリル処分場へ搬出している。 

（４２～４３Ｐ事例参照） 

 

 

（３）課題・今後の対応 
 

（我が国における廃止措置の実施体制の整備） 

我が国では、各電力事業者において廃止措置を行い、国の機関としては、経

済産業省、文部科学省、原子力委員会、原子力規制委員会がそれぞれ個別に認

可、安全規制、放射性廃棄物の処分方針の策定等を行っている。（６０～６１Ｐ

資料７参照） 

 

海外では、アメリカでは国が中間貯蔵施設の建設方針を示し、イギリス、ス

ペインでは使用済燃料の処分から廃止措置までを国の機関が一元的に行う体制
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を構築している。フランスやドイツでは政府が廃止措置の実施主体である企業

に出資するなど、国が積極的に関与している。（６２Ｐ資料８参照） 

 

廃止措置に当たっては、使用済燃料の中間貯蔵、放射性廃棄物の最終処分、

廃止措置の実施およびこれに伴う技術開発・人材育成・地域振興などバックエ

ンド問題全体を適切に調整し、整合性をもって政策を推進することが必要であ

る。 

 

このため、国として責任をもって総合的に推進する新たな組織体制を早急に

整備するよう国に対し提言を行っていく。 

 

（廃止措置工程の的確なマネジメントの実施） 

また、責任ある実行体制の構築と併せ、知見や情報の管理、工程のマネジメ

ントなど、廃止措置を円滑に進める仕組みについて十分な検討が必要である。 

 

これらについては、国において研究会を設けるなど先導して検討が行われる

ことが重要であるが、本県で関係者（廃炉・新電源対策室、大学、事業者、関

係団体等）との実務的な検討会を持ち、工程管理や除染・解体など廃止措置に

係る技術的な課題の研究、廃止措置期間の短縮化やコスト削減などマネジメン

ト方策について考え方を整理し、国との実務的な協議や、提案・要望を行って

いく。 

 

（廃炉・新電源に係る技術開発・人材育成等の拠点化）19 

現在、東京電力㈱福島第一原子力発電所の廃炉が進められているが、福島の

廃炉は事故炉であることから、まずは瓦礫等が落下した貯蔵プールからの使用

済燃料の取出しや、原子炉からの溶融燃料（デブリ）の取出しを行った上で施

設の解体を行う予定である。また、建屋に流入している地下水等の汚染水対策

も必要となっている。 

溶融燃料の取出しや汚染水対策は、福島第一原発特有の課題である。また、

使用済燃料の取出しや施設の解体についても、高線量環境下で作業員が入れな

い現場が大半であることから、福島第一原発の廃止措置に特化した遠隔除染や

解体技術の開発が必要となり、通常運転プラントの廃止措置とは大きく異なっ

ている。 

福島第一原発の廃止措置特有の技術的課題を解決するため、平成２５年８月

に「技術研究組合国際廃炉研究開発機構（ＩＲＩＤ）（※）」が設立され、使用済

燃料の健全性評価手法の研究や溶融燃料取出装置の開発等を行っている。 

 

【出典】・「東京電力㈱福島第一原子力発電所１～４号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」（H25.6 改訂 原子力災害対策本部） 
 
※摘要 技術研究組合法に基づき経済産業大臣の認可により設立。プラントメーカー、電力会社等１８法人により構成。 
     設立時の発表資料によると、組合職員は出向や併任等２０名程度、プロジェクトメンバーを含めた規模は約６００名程度 
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このことから、通常運転プラントの廃止措置に必要な除染・解体手法や、工

期の短縮化、工程・作業管理等の技術開発を、福島第一原発と並行して行う必

要がある。 

 

また、福島第一原発の廃止措置工程は、解体に先立つデブリの取出しまでに

２０年以上（２０３２年から２０３７年にかけてデブリの全号機取出し終了）

の時間が必要とされている。 

今後２０年の間に現在国内で運転中の４８基のうち約８割（３７基）が運転

開始後４０年を経過し、残る１１基のうち西日本（関西電力㈱管轄以西）のプ

ラントは２基のみ（九州電力㈱玄海発電所４号機、四国電力㈱伊方発電所３号

機）である。 

 

このため、全国各地で発生する通常運転プラントの廃炉に必要な様々な技術

の高度化や知見の集約、人材育成機能の強化を図ることが必要である。技術や

人材の高度化は、国民や立地地域住民における安全・安心の醸成にもつながる。 

具体的には、廃止措置のプロジェクトマネジメントを行うためのシステム開

発、除染技術やレーザー等廃炉技術の高度化・効率化、未だ国内で処分実績が

ない低レベル放射性廃棄物の減容化技術の向上、金属やコンクリート等解体廃

棄物のリサイクル、中間貯蔵に関する貯蔵方式などが考えられる。 

これらの技術開発拠点を福井県に形成するよう、国や事業者の積極的な対応

を求めていく。 

 

本県には、現在廃止措置中の「ふげん」のほか、ＢＷＲ、ＰＷＲそれぞれの

炉型の原子力発電所があり、放射性廃棄物の減容化・低毒化を図る「もんじゅ」、

敦賀３、４号機の増設計画がある。さらに、「エネルギー研究開発拠点化計画」

により原子力技術の活用、人材育成を進めており、廃炉・新電源の問題を総合

的に解決するための基盤を有している。 

 

例えば、廃止措置中のプラントを活用し、国や民間の研究機関（機能）を集

積し、県内研究機関や大学、産業界との連携により廃炉技術開発・実証、廃棄

物の処理技術開発などを行い、これらの技術を元に廃止措置等の現場に貢献で

きる人材の育成、国内外との技術・人材交流のメッカとなる廃炉インターナシ

ョナルスクールのような仕組みを構築していく。 

また、廃炉技術の他産業への活用や、県内の電力事業者やプラントメーカー

等が参画した廃止措置専門会社の創設など、新たなビジネスモデルの形成を図

っていく。 
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（解体廃棄物の処分基準の整備）20 

解体に伴い発生する低レベル放射性廃棄物は、全体の解体廃棄物に占める割

合はわずかであるが、放射能レベルに応じて余裕深度処分、浅地中トレンチ処

分、ピット処分を行うこととされている。これらは事業者責任において対応す

ることとなっているが、具体的な処分地が決まっていない。また、低レベル放

射性廃棄物のうち、解体で発生する制御棒や炉内構造物など放射能レベルが比

較的高い廃棄物や、再処理施設等で発生する超ウラン核種を含む放射性廃棄物

（ＴＲＵ廃棄物）の処分に関する具体的な規制基準が整備されていないことか

ら、科学的根拠に基づく基準を早急に整備するよう国に求めていく。 

  

20【出典】・「総合資源エネルギー調査会放射性廃棄物小委員会 平成 25 年度第 1 回『高レベル放射性廃棄物処分について』」 
（H25.5 経済産業省） 
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４ 地域振興 

 

（１）国内の状況 21 
 

原子力発電所の廃止措置に伴い、立地地域では雇用、交付金、税収等への影

響が見込まれる。例えば、電源三法交付金制度は、発電用施設の設置および運

転の円滑化に資することを目的とし、廃止措置の段階を考慮した制度設計とは

なっていない。また、廃止措置業務への参入や技術開発、解体廃棄物の再利用

などに関連する産業化の取組みも進みつつあるが、廃止措置完了後の跡地利用

などは具体化されていない。 

 

（廃止措置による地域産業への影響） 

県内の総生産額は、平成２６年２月公表の県民経済計算によると、約２兆８

千億円であり、関西電力㈱や日本原子力発電㈱等をはじめとする電気業が約１

割を占めている。また、原子力発電関連企業との取引割合が高い建設・不動産

業、飲食業、宿泊業も含めると、廃炉の問題は嶺南地域のみならず本県の経済

に大きく影響すると見込まれる。 

 

（廃止措置関連産業の状況） 

国内初の廃止措置であるＪＰＤＲの解体に当たっては、廃炉技術の実証を目

的とした研究開発に重点が置かれ、国内プラントメーカーがプラズマアーク、

ウォータージェットなどの解体技術や、制御システム、ロボットなどの遠隔操

作技術の開発を行った。このため、地元企業による業務参入はほとんど進まな

かった。 

 

現在、廃止措置が進められている東海発電所では、運転時の雇用を維持する

ために大半の業務を自社と協力会社のみで実施しており、新規の地元企業の参

入実績はほとんどない。また、これまでにコンクリートや金属などの廃棄物（ク

リアランス物）が約１，８００トン発生しているが、ベンチや車止めなど再利

用されたものは約１７０トンにとどまっている。 

 

「ふげん」では、現在、放射能レベルの低い周辺機器の解体を行っており、

平成２４年度までの解体業務の約８割、金額にして年間１～２億円を県内企業

が受注している。一方、今後、原子炉本体の解体など大規模な作業に向け、（公

財）若狭湾エネルギー研究センターでは、県内企業や大学と連携し、「ふげん」

等での実用化に向けたレーザー切断技術の開発を進めている。 

解体廃棄物については、これまで約７６０トン発生しているが、再利用は進

【出典】・「平成 23 年県民経済計算」（H26.2） 
   ・「原子炉解体技術開発成果報告書－JPDR の解体と技術開発」（H9 日本原子力研究所） 

      ・日本原子力発電(株) 廃止措置プロジェクト推進室 聞取調査（H26.4） 
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んでいない。 

 

浜岡原子力発電所１、２号機は安全貯蔵期間中で、除染や解体等の業務が本

格化しておらず、産業化に向けた取組みが具体化していない。 

 

なお、福島第一原子力発電所の事故に伴う廃炉への対応のため、国の認可に

より「技術研究組合国際廃炉研究開発機構（ＩＲＩＤ）」が設立された。現在は、

炉心溶融物である燃料デブリの取出しや放射性廃棄物の処分、汚染水対策等に

関し、国内外から広く提案を募集し、技術開発を進めている。 

 

（廃止措置後の跡地利用） 

廃止措置が終了したことを確認し、サイトを解放する際の基準について、平

成２３年１月、総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会廃止措置安全

小委員会において中間取りまとめが行われ、主な論点として建屋や土壌の安全

評価方法や終了確認の範囲を適切に設定することなどが示されたが、その後具

体的な検討に着手されていない。 

 

ＪＰＤＲの跡地は更地化され、現在はそのままの状態で管理されている。東

海発電所や「ふげん」、浜岡発電所１、２号機の廃止措置計画では、更地化した

跡地等の具体的な活用策は示されていない。 

 

 

（２）海外の状況 22 
 

海外においては、廃炉に伴う地域経済や雇用への影響を考慮し、産業振興、

雇用対策、インフラ整備等を行っている事例が見られる。 

これまでの調査で判明した特徴的な事例を以下に示す。 

 

（アメリカ） 

アメリカでは、雇用への影響緩和策や、跡地を有効活用した事例がある。 

 

カリフォルニア州のサンオノフレ発電所１号機（ＰＷＲ）は、廃止措置を決

定した１９９４年段階では、２０１４年から除染や解体等の業務に着手する予

定であり、安全貯蔵を行う２０年間は作業員を削減する計画であった。しかし、

地域での雇用への影響が大きいことから、開始時期を２０１４年から２０００

年に前倒しし、削減予定であった作業員を継続して雇用し、廃止措置を進めて

いる。 

【出典】・（独法）日本原子力研究開発機構 敦賀本部 廃止措置研究開発センター 技術開発部 技術開発課 聞取調査（H25.11） 
    ・「浜岡原子力発電所 1,2 号機 廃止措置状況（H25 年度第 4 四半期）」（H26.4 中部電力(株)） 
    ・技術研究組合国際廃炉研究開発機構（IRID）ＨＰ 
    ・「廃止措置の終了の確認に係る基本的考え方（中間とりまとめ）」（H23.1 総合資源エネルギー調査会廃止措置安全小委員会） 
    ・「平成 24 年度発電用原子炉等利用環境調査（海外における原子力政策等実態調査）報告書」（H25.3 経済産業省） 
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  また、跡地を有効活用した事例として、アリゾナ州のパスファインダー発電

所（ＢＷＲ 出力６万ｋＷ）では、跡地を天然ガス火力発電所（出力６万ｋＷ）

に転用し、地域の雇用を確保している。 

 

コロラド州のフォートセントブレイン発電所（高温ガス炉（ＨＴＧＲ）  

出力３４．２万ｋＷ）では、タービン、発電系がガスタービン系に使用できる

ことに着目し、天然ガス火力発電所に転換した。転換後の火力発電所は、現在 

９６．９万ｋＷに出力向上を図っている。（４７Ｐ事例参照） 

 

廃止措置技術の開発については、ウェスティングハウス社が機械式遠隔切断

技術を中心とした開発、導入を進めており、世界各国の廃止措置に参入してい

る。 

 

（ドイツ）23 

ドイツでは、旧東ドイツの発電所の廃炉に際し、廃炉会社による雇用対策、

建屋や跡地を活用した地域振興策を講じている事例があるほか、解体廃棄物を

利用したビジネス展開を図っている事例がある。 

 

グライフスバルト発電所１～５号機の廃炉に際し、連邦政府は失業対策の一

環として、発電事業者のＥＷＮ社に出資して廃炉会社に転換させ、職員の３分

の１を廃炉会社で雇用し、さらに３分の１についてＥＷＮ社が他企業への転職

の斡旋や、職業訓練の実施などの支援を行った。 

また、建屋や跡地などの資産を有効活用し、部分的に解放されたタービン建

屋への風車や大型船舶部品の工場誘致を行った。さらに、空き地や跡地を産業

団地として活用しており、バイオ燃料製造など３０社以上の中小企業が立地し、

約１，０００人の地元雇用を創出している。（４４～４５Ｐ事例参照） 

 

解体廃棄物の再利用については、ジンペルカンプ社（旧西ドイツ ノルトラ

イン＝ヴェストファーレン州）が廃止措置により生じる２万５千トンの廃棄物

を受け入れ、貯蔵容器等の原料として再利用するビジネスを展開している。 
 

（イギリス） 

イギリスでは、国が原子力廃止措置機関（ＮＤＡ）に対して発電所周辺地域

への支援を行う役割を付与し、地域の状況に応じて様々な支援策を講じている。 

 

【出典】・「平成 24 年度発電用原子炉等利用環境調査（海外における原子力政策等実態調査）報告書」（H25.3 経済産業省） 

・「総合資源エネルギー調査会廃棄物安全小委員会 第 43 回『廃止措置とクリアランスに関する交流会』」（H22.12 経済産業省） 

・「ドイツにおける原子力発電所廃止措置計画」高度情報科学技術研究機構（ATOMICA） 

・「Decommissioning of NPPs and other nuclear facilities 20years experience」（2014.7 ＥＷＮ） 

・「Energy Act 2004」 

・「Nuclear Decommissioning」、「NDA Site Restoration Strategy」（2014.7 ＮＤＡ）  

・「Nuclear Decommissioning Authority Business Plan」（2014.4 ＮＤＡ） 

・「Socio-economic Policy」（2008 ＮＤＡ） 
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ＮＤＡの役割のひとつに、廃炉による地域産業の停滞を防ぐため、発電所周

辺地域への支援が法律で規定されている。ＮＤＡは各発電所の廃止措置を請け

負う事業者に対して、周辺地域の振興に資する施設整備や人材育成等の事業を

盛り込んだ「社会経済開発計画（ＳＥＤＰ）」の策定を進めている。 

 

ＮＤＡは、設立当時の２００５年頃に行われた各地域の経済・雇用状況調査

を基に、廃止措置による影響が深刻と考えられる地域に対し、重点的に支援措

置を講じている。 

イギリス最北部のケイスネス・北サザーランド地域（ドーンレイ発電所）で

は港湾施設の再整備に対し２００万ポンド（約３億円 ※1ポンド＝172円で換

算）を支援した。 

また、イギリス中心部からやや北に位置するグレトナ・ロッカービー・アナ

ン地域（チャペルクロス発電所）では、廃止措置の開始により離職した作業員

に対する転職アドバイザーの設置や企業に対する事業拡大への支援に１２０万

ポンド（約２億円）、産業支援施設の整備に２５０万ポンド（約４億円）を措置

した（なお、これにより転職を果たした人数等は不明である）。 

このほか、セラフィールド再処理施設がある西カンブリア地域や、ウィルフ

ァ発電所があるアングルシー・メイリオニーズ地域を加えた４地域において、

重点的な支援が行われている。近年、４地域以外でも経済・雇用が深刻な状況

にある地域が出ていることから、ＮＤＡでは、直近の状況に応じて地域に優先

順位づけを行い支援する方針への変更を検討しているとのことであった。 

 

各地域では、地元関係者に対し、ＮＤＡ、政府関係者等が廃炉作業の進捗状

況や安全対策、跡地の利用等について情報提供や意見交換を図る機会が設けら

れている。 

 

廃止措置後の跡地について、ＮＤＡは施設ごとに除染費用、安全、環境への

影響等を考慮しつつ、政府や地元関係者等の意見も聴取してサイト解放の状態

や時期について検討を行っている。なお、これまでに目標策定が終了したプラ

ントはない。 

 

（フランス）24 

フランスでは、廃止措置に伴う地域への支援制度は見られないが、政策変更

により廃炉が決定したスーパーフェニックス発電所では、国と電力事業者によ

る雇用対策が行われた。また、国が出資するプラントメーカー等が、国内外の

廃炉ビジネスへ積極的に参入している。 

【出典】・「Site Restoration – Output from Stakeholder Consultation for the Site End State」(2009 ＮＤＡ) 

・「TRS No.464 Managing the Socioeconomic Impact of the Decommissioning of Nuclear Facilities」（2008 ＩＡＥＡ） 

・「Charli cleans up at Creys-Malville」（2013.12 World Nuclear News） 

・「Traitement des combustibles uses provennant de l’etranger Papport2013」（ＡＲＥＶＡ） 

・「AREVAs Overall D&D Experience 」（2014.7 ＡＲＥＶＡ） 

・「スーパーフェニックスの即時閉鎖」高度情報科学技術研究機構（ATOMICA） 

- 26 - 

                                                                                 



原子力分野で世界最大の企業であるアレバ（ＡＲＥＶＡ）社（政府が株式の

８割を保有）は、国内での業務実績や技術開発の成果をもとに、原子炉本体の

解体や使用済燃料の再処理業務などを通じて世界各国の廃止措置に事業展開を

図っている。ドイツやアメリカの解体業務に参入するほか、日本やイギリスで

は使用済燃料の処理や管理業務などを実施している。 

廃止措置や再処理などの業務に係る２０１３年売上高は約１７億ユーロ（約

２，３００億円 ※1 ﾕｰﾛ＝136円で換算）で、総売上高の約２割を占めている。

現地での聞取りによると、使用済燃料の再処理や国外での放射性廃棄物の管理

業務等を中心に、今後も市場の拡大を見込んでいるとのことであった。 

 

廃止措置の技術開発について、アレバ社では、スーパーフェニックス発電所

（ＦＢＲ）において、自走式のロボットに搭載したレーザー遠隔切断技術の開

発、導入を進めている。 

 

また、地域振興に係る特殊な例として、スーパーフェニックス発電所の廃炉

は、当時の政権による急な決定であったことから、立地地域の雇用対策が必要

とされ、政府とフランス電力会社（ＥＤＦ）が経済発展と雇用創出を目的とし

た１，５００万フランの基金を創設し、地元への財政的優遇措置を講じた。 

 

（スペイン）25 

スペインにおいては、放射性廃棄物管理公社（ＥＮＲＥＳＡ）において廃止

措置に伴う地元雇用に配慮しているほか、廃止措置期間中においても国やＥＮ

ＲＥＳＡが発電所の周辺地域に対して財政支援を行っている。さらに、集中中

間貯蔵施設の整備に併せて企業立地やインフラ整備を行うこととしている。 

 

ＥＮＲＥＳＡでは、業務に参加する企業はすべて競争入札により選定してい

る一方、地元雇用に努めており、ホセ・カブレラ発電所の作業員の６６％は、

地元グアダラハラ県の住民である。 

現地での聞取りによると、契約主体となるプラントメーカー等に対しては、

下請業務等で地元企業を積極的に採用するよう推奨しているとのことであった。 

 

また、日本の電源三法交付金は廃止措置期間中の交付を前提としていないが、

スペインでは、プラントの廃止措置に伴う地域の経済損失に対する補償として

政府が資金支援を行っている。ただし、制度化されたものではなく、政府と地

域間の協議により決定するとのことである。ホセ・カブレラ発電所が立地する

グアダラハラ県ゾリタに対しては、６万ユーロ（約８００万円 ※1 ﾕｰﾛ＝136

円で換算）が交付されている。 

さらに、廃止措置期間中における地元の福祉向上を目的として、１９９０年

25【出典】・ＥＮＲＥＳＡ ＨＰ 

・「JOSE CABRERA NPP DISMANTLING AND DECOMMISSIONING PROJECT」（2014.7 ＥＮＲＥＳＡ） 

・「ANNUAL REPORT 2012」（2013 ＥＮＲＥＳＡ） 
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に国がＥＮＲＥＳＡに２３０万ユーロ（約３億円）の基金を設置し、文化・教

育、スポーツ・科学、環境保全等の活動に対する財政支援を行っている。 

 

２０１８年の供用開始に向けて整備を進めている使用済燃料の集中中間貯蔵

施設（ビジャル・デ・カニャス、ホセ・カブレラ発電所から南方へ約１００㎞）

に際し、使用済燃料の処理等に関するＥＮＲＥＳＡの技術研究センターの整備

が計画されているほか、放射性廃棄物の輸送等に関連する企業向けに国の補助

金を活用したビジネスパークの整備など、総額約９億ユーロ（約１，２００億

円）の投資が見込まれている。さらに、周辺の道路インフラについても整備が

計画されている。（４２～４３Ｐ事例参照） 

 

（スウェーデン）26 

スウエーデンでは、解体廃棄物の再利用について、スタズビック社が国内外

（イギリス、ドイツ等）から１万５千トンの廃棄物を受入れ、キャスクの原料

として６千トン以上を再利用するビジネスを展開している事例がある。 
 

 

（３）課題・今後の対応 
 

（廃止措置に伴う影響への対策） 

  原子力発電所立地地域は、これまで原子力発電所の立地を通して国のエネル

ギー政策に貢献してきた。福島第一原子力発電所の事故以降、大都市など電力

消費地において電力需給の問題がクローズアップされているが、立地地域にお

ける経済の厳しい状況に目を向ける必要がある。 

今後「原発依存度を可能な限り低減させる」政策転換により、今後立地地域

では廃炉が現実の問題となる。国策に協力してきた立地地域が持続的に維持・

発展できるよう、国が特別立法等により新産業の創出・企業誘致など総合的な

対策を講じる必要がある。 

 

一方、海外ではイギリスやスペインにおいて、廃炉に伴う地域の経済・雇用

への影響に目を向け、資金支援を行っている事例がある。立地地域としても廃

止措置に伴うこれらの事例や情報を分析し、電源三法交付金について発電施設

の解体撤去（更地化）が完了するまでを交付期間とすることなど、廃炉の観点

から新たな財政支援制度について国に提言を行っていく。 

 

（産学官による廃炉ビジネスへの参入） 

廃炉ビジネスは原子力産業における２１世紀最大の成長分野とも言われてい

るが、国内のプラントメーカーは、商業炉の廃止措置を完了した実績がない。

海外のプラントメーカーは、これまでの実績をもとに世界の廃止措置市場に参

26【出典】・「Corporate Responsibility Report 2011」（Ｓｔｕｄｓｖｉｋ） 

- 28 - 

                                                                                 



入している。今後、我が国が原子力産業の海外展開を図っていく上で、国内プ

ラントメーカーが廃止措置業務を通じて知見や技術を蓄積し、建設、運転、保

守管理、廃止措置をセットに高いレベルの技術をアピールしていく必要がある。 

 

また、施設の特性評価、プロジェクトマネジメント、機器・構造物の除染、

放射性廃棄物の処理・処分、機器・構造物の解体など廃止措置の各段階におい

て、地元企業の参入や廃炉技術関連企業の立地、リサイクルビジネスの展開な

ど、立地地域にとって産業面のメリットがなければならない。 

 

第Ⅱ章で述べた廃炉に関する技術・研究機能の集積に加え、国において研究

会を設置し、経済波及効果や雇用創出効果等の分析等を通じて地域経済の循環

に資するビジネスモデルの形成が必要である。 

 

具体的には、地元企業の参入促進について、電力事業者やメーカーと協力し

て工程ごとに必要な技術的課題を整理し、新規参入に係る技量認定基準の拡大

や、除染・解体などの技術向上を図る研究会、技術者育成研修の充実などの対

策が必要である。 

 

廃棄物のリサイクルについては、集積を図る研究機能のテーマの一つとして、

産学官連携により金属・コンクリートの再利用技術や、サイト付近等での効率

的な活用方策の研究開発を進め、チャレンジ発注やモデル事業などにつなげて

いくことが必要である。 

 

（廃止措置後の地域振興） 

廃止措置後のサイトは「グリーンフィールド（green-field）」の状態に復元

されるが、これを成長産業の育成等につながるよう活用を図るべきである。廃

止措置に伴う地域振興策として、廃止措置サイトの資産を有効に活用する方策

について、早い段階から国や電力事業者等と協議を行い、新たな仕組みを具体

化していく必要がある。 

このため、廃止措置の実施と並行して電力事業者等と協議を行う体制を整え、

跡地、専用港、送配電設備などの資産を有効に活用した関連企業や研究機関の

誘致を進めるなど、地域振興につながる施策を検討していく。 

 

また、その前提として、跡地の利用について安全性が確保されることが必要

である。原子炉等規制法では、「事業者は廃止措置が終了したときは、その結果

が原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることについて原子力規制

委員会の確認を受けなければならない」とされており、国に対し廃止措置終了

の確認に係る基準の整備を求めていく。 
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５ 新電源対策 

 

原子力発電における技術開発が進む一方、石炭や天然ガス、太陽光や地熱、

風力などエネルギー源の多様化が進められている。新電源としては様々なもの

が考えられるが、まず原子力発電における新型炉の開発状況等を調査した。 

 

（１）国内の状況 27 
 

（国内原子力発電所の状況） 

国内の原子力発電所については、現在４８基が運転中で、設備容量は 

約４，４００万ｋＷとなっている。 

 

日本における原子力発電は、イギリスが開発したガス冷却炉を日本原子力発

電㈱東海発電所に導入し、１９６６年から運転を開始したのが始まりである。

その後、アメリカゼネラルエレクトリック社の沸騰水型軽水炉（ＢＷＲ：Boiling 

Water Reactor）およびウェスティングハウス社の加圧水型軽水炉（ＰＷＲ：

Pressurized Water Reactor）が開発され、これらの技術を導入し、 

１９７０年３月には日本原子力発電㈱敦賀発電所１号機（ＢＷＲ）が、同年 

１１月には関西電力㈱美浜発電所１号機（ＰＷＲ）が運転を開始した。 

 

その後、国産技術による原子力発電所の開発を進めるため、１９７５年６月、

通商産業省（現経済産業省）は原子力発電機器標準化調査委員会および原子力

発電設備改良標準化調査委員会を設置し、軽水型原子力発電の開発を進めるこ

ととした。 

 

１９７５年から１９８０年にかけて国内プラントメーカーによる開発が進展

し、蒸気発生器の改良等による稼働率の向上、格納容器の大型化等による定期

検査の効率化等が図られた。 

これらの結果は中部電力㈱浜岡３号機（ＢＷＲ）や、日本原子力発電㈱敦賀

２号機（ＰＷＲ）、東京電力㈱柏崎刈羽５号機（ＢＷＲ）、九州電力㈱玄海４号

機（ＰＷＲ）等に反映された。 

 

１９８０年からはＡＢＷＲ（Advanced Boiling Water Reactor）、ＡＰＷＲ

（Advanced Pressurized Water Reactor）の開発が進められた。これは、中央

制御盤のデジタル化による運転員の負担軽減や建設工法の見直しによる工期短

【出典】・「世界の原子力発電開発の動向 2014」（H26.4 （一社）日本原子力産業協会） 
・「原子力のすべて」原子力委員会ＨＰ 
・「第一次および第二次改良標準化」高度情報科学技術研究機構（ATOMICA） 
・「総合資源エネルギー調査会 原子力小委員会 第 1 回資料」（H26.6 経済産業省） 
・「ＡＢＷＲ」（東芝） 
・「Advanced PWR」（三菱重工業） 
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縮、また原子炉へ冷却材を注入するポンプの多重化等を図ったものである。 

ＡＢＷＲについては、東京電力㈱柏崎刈羽発電所６、７号機において世界で

初めて導入され、６号機は１９９６年、７号機は１９９７年に営業運転を開始

したほか、中部電力㈱浜岡発電所５号機、北陸電力㈱志賀発電所２号機が建設

されている。また、中国電力㈱島根発電所３号機、東京電力㈱東通発電所１号

機、電源開発㈱大間発電所の３基が建設中である。 

ＡＰＷＲについては、建設済、建設中のプラントはないが、敦賀発電所３、

４号機、九州電力㈱川内３号機が計画中である。なお、敦賀発電所３、４号機

については、国の安全審査が継続しており、平成１６年３月に申請を行って以

降、約１０年が経過している。 

 

  以上のように、我が国では、技術力を積み重ねる一方、その後の地球温暖化

や資源価格の高騰等により、原子力産業が国際的に展開し、アジア等への海外

輸出を行うこととなった。 

 

（原子力発電技術の海外輸出） 

「エネルギー基本計画」においては、国際的な原子力利用は、特にアジアに

おいて拡大を続ける見込みとしており、我が国は原子力利用先進国として高い

レベルの原子力技術・人材を維持・発展することが必要としている。 

 

一方、原子力発電技術の海外輸出については、福島事故の経験と教訓に基づ

いた安全性を高めた原子力技術を提供し、世界の原子力安全の向上に貢献して

いくこととしている。 

 

現在、国内原子力メーカーがアメリカにおいて計６基の建設を受注しており、

いずれも建設許可の申請中である。また、２０２３年までに８基の新規建設を

計画しているトルコや、２０３０年までに１４基の新規建設を計画しているベ

トナムでも一部を受注している。さらに、リトアニアやフィンランドなどにお

ける新規建設計画等についても契約交渉を進めているほか、インドの原子力市

場への参入に向けた協議も進められている。 

 

（原子力利用の事業環境）28 

  「エネルギー基本計画」においては、原子力発電は「重要なベースロード電

源」であり、「規制基準に適合すると認められた場合には、再稼働を進める」と

している。また、「原発依存度については、省エネルギー・再生可能エネルギー

の導入や火力発電所の効率化などにより、可能な限り低減させる」としている

【出典】・「総合資源エネルギー調査会 原子力小委員会 第 1 回資料」（H26.6 経済産業省） 
・「平和的目的のための原子力の利用における協力のための日本国政府とトルコ共和国政府との協定」（H26.1  外務省） 
・「エネルギー基本計画」(H26.4 閣議決定) 
・「世界の原子力発電開発の動向 2014」（H26.4 （一社）日本原子力産業協会） 
・「第 5 回日インド原子力協定締結交渉の開催」（H25.11 外務省） 
・「電力システムに関する改革方針」（H25.4 閣議決定） 
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が、原子力発電所の新増設やリプレースについては明確にされていない。 

 

また、電力システム改革については、小売参入全面自由化等を平成２８年ま

でに行い、平成３０年から３２年をめどに送配電部門の法的分離を行うことと

されている。 
エネルギー基本計画では、これによって競争が進展した環境下においても、

原子力事業者による迅速かつ最善の安全対策、ベースロード電源による安定的

な供給などの課題に対応できるよう、事業環境のあり方について検討を行うと

している。 

 

さらに、原子力損害賠償制度の見直しについて、原子力の位置づけ等を含め

たエネルギー政策を勘案しつつ、総合的に検討を進めるとしている。 

   

 

（２）海外の状況 29 
 

（原子力発電所の運転、建設状況） 

世界の原子力発電所については、運転中が４２６基（約３億９０００万ｋＷ）、

建設中が８１基、計画中１００基であり、うち建設・計画中については、中国、

韓国やインド等のアジア諸国が約５割を占めている。 

特に、中国では、原子炉の設計戦略として、自主開発と導入炉の国産化を進

めており、国内の建設・計画中の約３０基は自国産プラントとしている。 

 

中国で建設が進められている、浙江省の三門発電所２基、福建省の海陽発電

所２基は、アメリカのウェスティングハウス社製のＡＰ（Advanced Passive）

１０００であり、建屋の上部に水源を有し、電力によらず重力を利用した注水

による格納容器の冷却等が可能な構造となっている。 

 

広東省の台山発電所では、フランスのアレバ社製のＥＰＲ（Evolutionary 

Power Reactor）が建設中であり、４種類の独立した非常用炉心冷却システムの

導入を図るほか、原子炉格納容器を１層構造から２層構造とするなど航空機落

下対策を強化している。 

 

韓国では、釜山北部の新古里発電所で２基、韓国東部の新ハヌル発電所で２

基の建設が進められている。いずれも韓国の斗山重工業製の加圧水型軽水炉Ａ

ＰＲ（Advanced Power Reactor）１４００であり、１００万ｋＷの標準型原子

炉ＫＳＮＰ（Korean Standard Nuclear Plant）をもとに１４０万ｋＷに出力向

【出典】・「世界の原子力発電開発の動向 2014」（H26.4 （一社）日本原子力産業協会） 
・「AP1000」（Westinghouse／㈱東芝） 
・「EPR™ REACTOR: THE VERY HIGH POWER REACTOR (1,650 MWE)」AREVA ＨＰ 
・「Advanced Power Reactor 1400 MWe (APR1400)」IAEA ＨＰ 
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上を図ったものである。新古里は２０１４年、新ハヌルは２０１７年の運転開

始予定である。 

 

（原子力利用の事業環境）30 

海外においては、欧米諸国で電力自由化が進展し、電力供給の競争市場を形

成する一方、アメリカ、イギリスでは、原子力発電に係る供給力確保のための

仕組みを整備している。（６３Ｐ資料９参照） 

 

ＥＵ諸国では、まずイギリスで国有企業の民営化を目的に電力システム改革

が始まり、１９９０年に国営電力の発送電分離を実施し、１９９９年に小売全

面自由化が実現した。その他のＥＵ諸国でも、ＥＵ市場自由化を背景とする電

力自由化指令に基づき、順次自由化が実現している。 

アメリカでは、１９９０年代後半から電力自由化が本格化した。小売市場の

自由化は州単位で進められており、５０州のうち１３州およびワシントンＤＣ

で全面自由化が実現している。 

 

  原子力発電に係る供給力確保の仕組みとしては、以下の事例がある。 

イギリスでは、再生エネルギーや原子力等の低炭素電源へのシフトを進める

エネルギー政策を示しており、その一環として２０１３年に差金決済取引によ

る固定価格買取制度（ＦＩＴ－ＣｆＤ）を導入することとした。この制度は、

発電事業者と販売先事業者（送電事業者）との間で長期契約を締結し、政府が

設定する基準価格より低い場合は、発電事業者がその差分を受け取り、高い場

合は、発電事業者がその差分を負担するものである。２０１３年１０月、イギ

リス南西部のヒンクリーポイントで新規建設が予定されているアレバ社製のＥ

ＰＲ（１６０万ｋＷ×２基）について、政府と事業者間において、基準価格や

保証期間（３５年間）の合意がなされている。 

 

アメリカでは、２００５年８月に制定された「エネルギー政策法」において、

原子力発電の利用拡大を電力供給力拡大の柱として位置づけ、原子力発電所に

対する融資保証等の政府による新規建設の支援策を盛り込んだ。 

具体的には、原子力を含め再生可能エネルギー等温室効果ガスの排出抑制に

役立つ先進技術プロジェクトを対象に、総事業費の８０％までを上限に政府の

融資保証を受けることができ、この保証により事業者は、金融機関から低利融

資を受けることが可能となる。２０１３年から建設を開始したジョージア州の

ボーグル原子力発電所の新型軽水炉２基に対し、約８３億ドルの融資保証実施

【出典】・「Advanced Power Reactor 1400 MWe (APR1400)」IAEA ＨＰ 

・「韓国標準型軽水炉（KSNP）」高度情報科学技術研究機構（ATOMICA） 

・「総合資源エネルギー調査会 原子力小委員会 第 1 回資料」（H26.6 経済産業省） 

・海外諸国の電気事業（電気事業連合会ＨＰ） 

・「オバマ v.s.ロムニーで政府エネルギー支出はどう変わるか？」（H24.8 （一財）日本エネルギー経済研究所） 

・「2013 年エネルギー白書」（H24.6.14） 

・「原子力海外ニューストピックス 2012 年第 4 号」（H24.8 （独法）日本原子力研究開発機構） 

・「各国の電気事業：英国」（一社）海外電力調査会ＨＰ 
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が決定している。 

 

（新型炉の研究開発）31 

経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）傘下の原子力機関（ＮＥＡ）によると、発電

用原子炉は、開発時期により第１世代から第４世代に分類されている。 

現在導入されている原子炉に続く炉概念として、さらに安全性を高め、ウラ

ン資源の有効利用や放射性廃棄物の最小化、他の発電に比べた経済性などの達

成を目標とした第４世代炉が、１９９９年にアメリカのエネルギー省（ＤＯＥ）

において提唱された。 

現在、アルゼンチン、イギリス、カナダ、韓国、日本、ブラジル、フランス、

アメリカ、南アフリカ、スイス、中国、ロシアの１２か国と欧州原子力共同体

が参加する「第４世代原子力システムに関する国際フォーラム（ＧＩＦ）」（事

務局：ＮＥＡ）において、２０３０年以降の実用化を目指し、研究開発が進め

られている。 

 

第４世代炉には、ナトリウム冷却高速炉、ガス冷却高速炉、鉛冷却高速炉、

超高温ガス炉、超臨界圧水冷却炉、溶融塩炉の計６つの概念がある。（６４Ｐ資

料１０参照）32 

このうち、ナトリウム冷却高速炉、ガス冷却高速炉、鉛冷却高速炉の３つは

高速中性子を用いた炉であり、使用する冷却材がそれぞれ異なっている。燃料

の増殖によるウラン資源の有効活用や、放射性廃棄物の減容化・低毒化が期待

されている。 

 

ナトリウム冷却高速炉は、冷却材にナトリウムを使用する。 

フランスでは、これまでに実証炉等の開発や運転経験を有し、燃料の増殖性

の確認等が行われている。現在、マルクールで実証炉（ＡＳＴＲＩＤ）の開発

計画を進めており、２０２５年には初臨界の予定である。本年５月には日本と

の間で、今後高速炉の共同開発を推進することで合意がなされた。 

日本では、１９７０年代にナトリウム冷却高速炉の実験炉「常陽」を茨城県

の日本原子力研究開発機構大洗研究開発センターに建設し、高速炉の開発に必

要な技術データの蓄積や運転経験を重ねてきた。また、高速増殖原型炉「もん

じゅ」では、発電プラントとしての運転信頼性の実証や運転経験を通じたナト

リウム取扱技術などの研究開発を行うとともに、ウラン資源の有効利用や放射

【出典】・「第 4 世代原子力システムに関する国際フォーラム」（H24.9  外務省） 
・「原子力エネルギー・アウトルック 2008」（2008 OECD/NEA） 
・「原子力平和利用戦略に係る調査・研究」（（公財）軍縮・不拡散促進センター） 
・「総合資源エネルギー調査会基本政策分科会 第 8 回『原子力技術開発の動向』」（H25.10 経済産業省） 
・「A Technology Roadmap for generation Ⅳ Nuclear Energy System」（2002.12 DOE） 
・「Technology Roadmap Update for Generation IV Nuclear Energy Systems」（2014.1 OECD/NEA） 
・「The U.S. Generation IV Fast Reactor Strategy」(2006.12 DOE) 
・「平成 23 年度原子力利用分野における国際協力動向調査（将来型原子力システム等に係る技術動向調査）」 
（H24.2 （一財）エネルギー総合工学研究所） 

・「フランスにおける高速炉（ＡＳＴＲＩＤ）について」（H26.3 自由民主党資源・エネルギー戦略調査会） 
・「日仏首脳会談（概要）」（H26.5 外務省） 
・「高速実験炉（常陽）」（独法）日本原子力研究開発機構ＨＰ 
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性廃棄物の低減・低毒化を目標に研究開発を実施することとしている。 

  

ガス冷却高速炉は、冷却材にヘリウムガスを使用する。約８５０℃の高温運

転による効率的な発電や、熱分解による水素製造、熱利用分野における温室効

果ガス低減に期待されている。 

フランスを中心に、燃料の開発や実験炉（ＡＬＬＥＧＲＯ）の建設に向けた

設計検討等が進められている。 

   

  鉛冷却高速炉は、冷却材に鉛を使用する。鉛は水や空気と化学反応が少ない

特性を有している。 

ロシアにおいて２０２０年までの実験炉（ＢＲＥＳＴ等）の建設に向けて研

究開発を進められているが、鉛による腐食への対応等が課題となっている。 

これらの高速炉については、アメリカエネルギー省（ＤＯＥ）によると、ナ

トリウム冷却高速炉が最も実現の可能性があるとされている。 

 

超高温ガス炉は、冷却材にヘリウムガスを使用することに加え、ウランが分

裂しやすいよう中性子の速度を落とす減速材（黒鉛）が必要となる。１０００℃

以上の高温運転による効率的な発電や、熱分解による水素製造、熱利用分野に

おける温室効果ガス低減に期待されている。 

  日本では、１９６０年代から高温ガス炉の研究開発を重ねてきている。大洗

研究開発センターでは国内唯一の試験研究炉（ＨＴＴＲ）を用いて水素製造技

術の開発等を進めている。２００４年には世界で初めて９５０℃の高温熱の発

生に成功した。33 

また、安全性確証試験として、冷却材であるヘリウムガスの流れを止めた結

果、制御棒挿入等の停止操作を行わなくても原子炉は自然に止まり、またヘリ

ウムガスの注入等の冷却操作を行わなくても空気の自然対流等により原子炉お

よび燃料が冷えることが実証された。 

アメリカ、中国、韓国、カザフスタンでも商用化が計画されており、中国で

は、北京にある試験炉で研究が進められている。また、山東省では実証炉（熱

出力５０万ｋＷ）を建設しているところであり、２０１７年に完成予定として

いる。 

 

超臨界圧水冷却炉は、冷却材に軽水を使用する。高温・高圧での運転を行う

ことから、熱効率は現在運転している軽水炉（約３割）に比べて約４割に向上

するとされている。 
主に欧州やカナダで研究が進められており、材料や燃料被覆材の開発等が課

題とされている。 

【出典】・「高温ガス炉 100 年後も住みやすい地球であるために」（H20 （独法）日本原子力研究開発機構） 

・「高温ガス炉とこれによる水素製造技術の研究開発に関する評価報告書」 

(H26.2 高温ガス炉及び水素製造研究開発・評価委員会) 

    ・「世界の高温ガス炉開発の現状と将来計画」（H26.3 （一財）エネルギー総合工学研究所高温ガス炉プラント研究会） 

・「Technology Roadmap Update for Generation IV Nuclear Energy Systems」（2014.1 OECD/NEA） 
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  溶融塩炉は、トリウムやウランのフッ化物を溶かし込んだ溶融塩を燃料に運

転を行う炉である。液体燃料の温度は約７００℃で高い熱効率が期待されてい

る。 

現在は欧州や中国で研究が進められている。液体燃料の特性の把握や構造材

の長期健全性等が課題となっている。 

 

 

（３）課題・今後の対応 
 

（原子力技術の向上、国際貢献） 

福島第一原子力発電所事故の教訓を安全技術に活かすことは、事故を経験し

た日本の責務である。 

また、我が国の原子力発電所は高経年化が進展しており、原子力を「重要な

ベースロード電源」として、我が国がこれまで培った原子力技術をさらに高め、

安全性をさらに高めた新型炉への転換を図っていく必要がある。 

また、諸外国に対して立地・運転から廃止措置に至るまで一連の技術提供を

果たしていくことは、成長戦略、国際協力の観点からも意義のある取組みであ

る。 

 

このため、新型炉をはじめとする原子力技術開発の高度化について、国がイ

ニシアティヴを発揮することが必要であり、安全確保、産業、人材育成等の原

子力技術の向上の施策と連動させ、研究開発の集積など具体的なプロジェクト

の形成を求めていく。 

 

（原子力等利用の事業環境） 

原子力を含め、エネルギーのベストミックスが明確化される必要があるが、

一方、電気事業法の改正による電力システム改革への対応が重要である。 

これまでは発送電一貫体制による供給が確保されていたが、市場の自由化が

進められる環境下において、供給力が十分に確保され需給が安定すること、発

電から廃炉、使用済燃料の処理・処分などバックエンド対策に至るまで事業が

長期にわたり計画的に実行されることが課題となる。 

 

また、原子力発電所事故の際に事業者の責任や国の措置等を定める原子力損

害賠償法の見直しについては、現在は事業者が無限責任を負い、政府は必要が

あると認めるときに援助を行う仕組みとなっているが、事業者や国の役割が課

題となる。 

海外では、電力システム改革を進めている一方、アメリカ、イギリスでは供

給力確保のための支援策を設け、イギリス、スペインでは使用済燃料の処分か

ら廃止措置までを国の機関が一元的に行う体制を構築するなど、国が積極的に

関与している。 
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このため、我が国においてもこうした環境変化の下、エネルギーの利用環境

の整備、国や事業者の役割、事業者へのインセンティヴの付与などについて、

海外の事例等も参考にしながら検討する必要がある。 

 

エネルギーのベストミックスの早期明確化と併せ、新増設・リプレースの方

針を早期に示すよう求めていく。また、電力システム改革の下での原子力を含

めた各エネルギーの利用環境整備に係る研究を深め、電力の安定供給、長期に

わたる廃炉などが円滑に進められるよう、国の役割、事業者が果たすべき責任

などについて積極的な提言を行っていく。 

 

（原子力発電所跡地を活用した新電源の導入） 

廃炉に伴う中長期的な対策として、建屋や送配電設備、跡地等の資産を活用

した新電源の導入が考えられるが、国内の原子力発電所の多くは、敷地内に複

数基設置されており、原子炉の廃止措置の時期がそれぞれ異なることが想定さ

れるため、原子力発電所の跡地を利用した新たな電源の導入については、具体

的な利用計画をどのように策定していくか研究が必要である。 

 

原子力以外の新電源として考えられるＬＮＧ、石炭火力についても、それぞ

れの特性、メリット、デメリット、導入・拡大に向けた課題等を整理していく

とともに、産業化への支援策等を検討していく。 
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６ おわりに 

 
原子力発電所の廃炉は世界共通の課題である。これまで建設された５５８基の

うち約４分の１に当たる１３２基が廃炉を決定している。我が国においても、現

在運転中の４８基のうち今後１０年間で１７基、２０年間で３７基が運転開始後

４０年を経過する。 

 
海外では、使用済燃料の中間貯蔵、プラントの廃止措置、それに伴う地域振興、

新電源対策の課題に対し、国の関与による実施体制の整備、原子力発電の供給力

確保のための仕組みの構築など様々な施策や工夫を講じている。我が国において

も電力システム改革が進展する環境下において、原子力発電が「重要なベースロ

ード電源」としての役割を果たすことができるよう、Ｅｎｃｏｕｒａｇｅする政

策が必要である。 

 
県としては、立地地域の安全・安心の確保、廃炉技術の集積とビジネス化の促

進、国や事業者への積極的な提言など、なお一層の努力を重ねていく。また、今

後とも様々な調査を継続し、新たな知見や情報に基づき本報告書を改訂していく。 
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■ 海外の廃止措置事例・参考資料編 

 

◆海外の廃止措置事例 

現在廃止措置が進められている海外の状況について、文献調査のほか、平成２６年７月１２

日から２０日にかけて欧州方面の現地調査を実施した。個別のプラントの調査概要を次頁以降

に記載した。 

○イギリス ウィンズケール発電所（ｶﾝﾌﾞﾘｱ州 7月 14日調査）        ・・ 40 

対応者 James McKinney氏、John Mathieson氏、Natasha Hanson氏 

○スペイン ホセ・カブレラ発電所（ｶｽﾃｨｰﾘﾔ=ﾗ･ﾏﾝﾁｬ州 7月 16日調査）    ・・ 42 

対応者 Jorge Borque Linan氏 

○ドイツ グライフスバルト発電所（ﾒｸﾚﾝﾌﾞﾙｸﾞ=ﾌｫｱﾎﾟﾝﾒﾙﾝ州  7月 18日調査） ・・ 44 

対応者 Axel Backer氏、Mathias Rohde氏 

 

また、廃止措置に関連する以下の機関についても現地調査を行った（調査概要は本文中に 

記載）。 

○イギリス 原子力廃止措置機関（ＮＤＡ）（ｶﾝﾌﾞﾘｱ州  7月 14日調査）   ・・ 15、25 

対応者 Peter Wylie氏、Ian Gordon氏、Stephen M. Stagg氏 

○フランス アレバ（ＡＲＥＶＡ）社（パリ 7月 17日調査）         ・・  7、26 

対応者 Xavier de Brimont氏、Philippe Gillet氏 

 

さらに、文献調査により得られた事例についても記載した。 

○アメリカ  トロージャン発電所（ｵﾚｺﾞﾝ州）、フォートセントブレイン発電所（ｺﾛﾗﾄﾞ州） 

・・  46、47 

○ドイツ ミュルハイム・ケールリッヒ発電所（ﾗｲﾝﾗﾝﾄ=ﾌﾟﾌｧﾙﾂ州）      ・・  48 

 

 

◆参考資料 

資料１ 世界の原子力発電の状況                    ・・ 49 

資料２ 日本・海外における中間貯蔵施設の状況             ・・ 50 

資料３ 国内における廃止措置の実施状況                ・・ 51 

資料４ 日本・海外における廃止措置の状況               ・・ 52 

資料５ 海外における廃止措置を完了した事例              ・・ 53 

資料６ 海外における廃止措置（解体中）の事例             ・・ 56 

資料７ 廃止措置に関する国の体制、関与                ・・ 60 

資料８ 日本・海外における廃炉体制の比較                ・・ 62 

資料９ 日本・海外における電力システム改革の状況           ・・ 63 

資料 10 第４世代炉の概要                        ・・ 64 
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○イギリス ウィンズケール発電所（解体中）1 

 

 

  イギリスにおける初の廃止措置事例（ＡＧＲ（改良型ガス冷却炉） 出力３．３万ｋＷ）で

ある。 

マンチェスターから北西約１５０ｋｍの海岸沿いの地域に立地している。カンブリア地方は

湖水地帯であり、農耕地や牧草地が広がっている。近隣の居住区域（シースケール）とは約５

㎞離れている。 

ウィンズケール発電所のほか、世界で最初に運転を開始したコールダーホール発電所（ＧＣ

Ｒ 出力６万ｋＷ ２００３年に閉鎖を決定し安全貯蔵期間中）、セラフィールド再処理工場

などがあり、敷地全体で約２６０ヘクタールである。 

ウィンズケール発電所は、ガス冷却炉の原型炉として建設され、１９６３年から運転を開始

したが、当初の目的を終了し、１９８１年に閉鎖が決定した。廃止措置に当たっては、今後の

商業用発電所の廃止措置に備えた解体技術の実証を行うこととし、解体方式は即時解体方式を

採用した。 

 

廃止措置は、まず１９８１年から１９８３年に燃料を取り出した。使用済燃料は隣接するセ

ラフィールド再処理施設に搬出済である。 

１９９４年から熱交換器（１９０トン×４基）の解体が行われ、２００９年には炉内構造物

の解体が終了した。 

 

  

【出典】・「平成 24 年度発電用原子炉等利用環境調査（海外における原子力政策等実態調査）報告書」（H25.3 経済産業省） 

・「Nuclear Decommissioning」,「NDA Site Restoration Strategy」（2014.7 ＮＤＡ） 

・NDA HP 

 
周辺の様子 

ウィンズケール発電所 

再処理施設 

 

コールダーホール 

発電所 
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熱交換器の解体後にできた空間は、周囲が厚

いコンクリート壁で囲まれていたことから、こ

れを遮蔽壁として解体廃棄物の搬出装置の保

守・点検室として活用したほか、黒鉛廃棄物等

の処理研究を行う設備を設け、廃止措置と並行

して最適な取扱方法の検証を行いながら、実際

の作業に反映している。 

 

解体技術としては、作業空間が狭いことから

機械式切断よりも熱切断の方が効率的である

との考えにより、プラズマ切断やガストーチ

（酸素バーナー）切断などを導入し、炉心解体

の際に活用した。 

これまで約９割を解体しており、原子炉本体

を解体した後に残された遠隔操作機器や原子

炉建屋の解体撤去は２０２１年までに完了す

る予定である。 

 

低レベル放射性廃棄物は、発電所南部のドリ

ッグ処分場に搬出し、放射能レベルが比較的高

い一部の廃棄物は、敷地内に貯蔵施設を建設

し、専用のコンクリート容器に入れて貯蔵して

いる。将来、中高レベル放射性廃棄物の最終処

分場へ搬出する予定であるが、処分地や処分基

準が決まっていないことから、現在の容器が適

合するのか懸念を示していた。 

 

解体に伴い発生したコンクリート廃棄物に

ついては、少量を粉砕して敷地内で再利用した

実績はあるが、サイト外での利用実績はない。

現在、大学等とコンクリートの再利用に関する

共同研究を進めている。（本文１６Ｐ参照） 

 

 

 

2  

2 【出典】・Sellafield Ltd ＨＰ 

解体中に設置した 

実験設備の様子 

大型機器解体の様子 

 
 

 
ウィンズケール発電所の外観 
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○スペイン ホセ・カブレラ発電所（解体中）3 

 

 

スペインにおいて初めて商業運転を行ったプラント（ＰＷＲ 出力１６万ｋＷ）であり、 

２００６年に閉鎖が決定した。現在、放射性廃棄物の処分と廃止措置を一元的に行う「放射 

性廃棄物管理公社（ＥＮＲＥＳＡ）」が解体作業中である。 

首都マドリードの東方約７０ｋｍのカスティーリヤ＝ラ・マンチャ州に位置し、乾燥地帯が

広がるタホ川沿いの地域にある。居住区域からは約３ｋｍ離れている。 

 

スペインでは発電所の閉鎖に際し、原則として発電事

業者が使用済燃料の搬出等を行った後、廃止措置の責任

がＥＮＲＥＳＡに移転し、廃止措置を行うこととなる。 

２０１０年までの準備期間においては、発電事業者

（ユニオンフェノーサ（ＵＦＧ））が、使用済燃料を炉

心から取り出して移送等を行い、ＥＮＲＥＳＡが発電事

業者の業務を技術的な面から支援しながら、廃止措置計

画を策定した。 

 

 

使用済燃料は、敷地付近でコンクリートキャスク貯蔵

（１２本 １７５トン）を行っている。このほか、炉内

構造物等の解体で発生した比較的放射線量の高い廃棄

物もキャスク（４本）貯蔵されている。 

 

   

２０１０年以降、ＥＮＲＥＳＡに廃止措置の責任が移転し、使用済燃

料の管理や原子炉本体の解体等を進めており、現在の進捗は約６割で、

２０１７年までに終える計画である。（本文１９Ｐ参照） 

廃止措置においては、綿密な計画を策定し、着実に実行することの重

要性を強調していた。また、解体技術については、新たな技術の導入よ

りも、既存技術の組合せにより効率的な作業を重視しているとのことで

あった。 

 

 

 

解体に伴う低中レベルの放射性廃棄物は、タービン建屋を改造した貯蔵施設で一時的に保管

し、１月に１回、南西に約５５０ｋｍ離れたコルドバ県のエル・カブリル低中レベル放射性廃

棄物処分場に搬出し、輸送コストの縮減を図っている。 

【出典】・「平成 24 年度発電用原子炉等利用環境調査（海外における原子力政策等実態調査）報告書」（H25.3 経済産業省） 

・「JOSE CABRERA NPP DISMANTLING AND DECOMMISSIONING PROJECT」（2014.7 ＥＮＲＥＳＡ） 

    ・ENRESSA ＨＰ 

・在スペイン大使館ＨＰ 

コンクリートキャスクによる 

使用済燃料の貯蔵 

周辺の様子 

建屋解体の様子 
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廃止措置の完了後、跡地は発電事業者に返還され、その後の利用計画は発電事業者が検討す

ることとなっている。現時点での利用方法は明らかにされていない。 

 

  ＥＮＲＥＳＡでは、ホセ・カブレラ発電所をはじめ、スペインの原子力発電所から発生する

すべての使用済燃料を集中中間貯蔵施設（貯蔵容量７，０００トン）へ搬出する計画である。 

 サイト選定は国が省庁間委員会を設置して準備を進め、２００９年１２月から施設の受入れ

に関心を有する自治体を公募した。１４自治体から応募があったとのことである。 

  その後、政府において地質、周囲の状況、アクセスなどの点から２０１１年にビジャル・デ・

カニャス自治体を選定した。なお、最終処分の方式については決まっていない。 

同自治体は、首都マドリードから南東に約 
１３０ｋｍ離れたクエンカ県にある人口約５００

人の村である。主な産業は農業・畜産業である。 
 

集中中間貯蔵施設は、２００６年８月にスペイ

ン産業・エネルギー・観光省が公表した「ＡＣＴ 
ＬＯＧＩＳＴＩＣＳ ＰＬＡＴＦＯＲＭ」による

と、約１３ヘクタールの敷地に、長さ２８３ｍ、

幅７８ｍ、高さ２６ｍの建屋を建設し、建屋内で

乾式キャスク保管する計画である。 
現在、２０１８年の供用開始に向けて敷地造成

中である。 
 

また、施設の周囲には、使用済燃料の処理や管

理に関する研究等を行うＥＮＲＥＳＡ技術セン

ターの建設や、放射性廃棄物の輸送等に関連する

企業向けに国の補助金等を活用したビジネスパ

ークの整備も予定されている。総額で約９億ユー

ロ（約１，２００億円）の投資が見込まれている。 
さらに、集中中間貯蔵施設および関連施設の整

備に加え、使用済燃料については陸上輸送を予定

していることから、周辺の道路インフラについて

も改良整備が計画されている。4（本文８Ｐ、２８

Ｐ参照） 
 

 

  

【出典】・「JOSE CABRERA NPP SPENT FUEL INTERIM STORAGE」（2014.7 ＥＮＲＥＳＡ） 

    ・「PLATAFORMA LOGÍSTICA DEL ATC」（2006.8 MINISTERIO DE INDUSTRIA,ENERGIA Y TURISMO） 

       ・ＥＮＲＥＳＡ ＨＰ 

集中中間貯蔵施設 

（イメージ） 

ビジャル・デ・カニャス自治体 

集中中間貯蔵施設 

 

ＥＮＲＥＳＡ技術センター 

ビジネスパーク 
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○ドイツ グライフスバルト発電所１～５号機（解体中）5 

 

 

  ドイツにおいて５基（ソ連型軽水炉（ＶＶＷＲ） １基あたり出力４４万ｋＷ）の解体を同時

並行で行う事例であり、世界最大規模の廃止措置である。 

首都ベルリンから北東約２３５ｋｍに位置する、バルト海に面したメクレンブルグ＝フォアポ

ンメルン州（州都シュヴェリン）のグライフスバルトにあり、居住区域（ルブミン、ルーベノー、

クレスリン）に隣接している。グライフスバルトの中心部から約２０ｋｍ離れている。 

安全システムが多重化されていないなど、１９９０年のドイツ統一時に採用された旧西ドイツ

の安全基準に適合できず、廃炉を決定した。 

 

１９９５年から廃止措置に着手し、原子炉本

体の解体作業は概ね完了しており、約９割が解

体済みである。２０１５年までに壁内部の配管

や電気系統の解体を完了する予定である。 

使用済燃料および低中レベル放射性廃棄物

は、金属製のキャスクまたは専用容器に入れ、

敷地に隣接するグライフスバルト中間貯蔵施設

で貯蔵している。低中レベル放射性廃棄物は、

今後、２０１９年を目途に建設が進められてい

る同発電所から南西へ約３５０㎞離れたコンラ

ッドの処分場に搬出される予定である。 

 

 

廃止措置は、ドイツ連邦政府が出資する廃炉専門会社（ＥＷＮ社）が実施している。同社では、

すべての廃止措置作業を自社で実施しており、廃止措置計画の策定に当たっては、雇用維持の観

点も含め、運転時に雇用していた技術者が有するプラント運営に関する知見やノウハウを活用

し、除染・解体業務や中間貯蔵施設の建設・運営を行っている。（本文１４Ｐ参照） 
 

国内ではラインスベルク発電所（ＶＶＥＲ 出力 

７万ｋＷ）の廃止措置も実施しており、このほかブル

ガリア、リトアニアなど東欧諸国の廃止措置にも参入

している。 

 

 

 
 

【出典】・「平成 24 年度発電用原子炉等利用環境調査（海外における原子力政策等実態調査）報告書」（H25.3 経済産業省） 

・「Decommissioning of NPPs and other nuclear facilities 20years experience」（2014.7 ＥＷＮ） 

    ・「グライフスバルト（通称ノルト）原子力発電所をめぐる動き」高度情報科学技術研究機構（ATOMICA） 

周辺の様子 

水中遠隔解体 

中間貯蔵施設 

発電所 

１～５号機 
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また、廃炉技術の次世代への継承を図るため、ナレッジ・マネジメント（Knowledge 

Management）の仕組みづくりに取り組んでいる。工程管理、解体技術、測定技術などに関する

知見やノウハウを体系化した研修プログラムを用意しており、今後、国内をはじめ広く研修生

の受入れを行うこととしている。年内には韓国からプロジェクトマネジメントに係る研修受講

者を受け入れる予定である。 

グライフスバルト発電所の廃止措置に当たっては、運転時に雇用していた技術者が有する知

見やノウハウを活用した。廃炉決定時に発電事業者が約５，５００人の従業員を有していたが、

約３分の１をＥＷＮ社で雇用した。 
 

地域振興の面では、周辺地域の意見を踏まえ、部

分的に解放した跡地や建屋等を有効活用している。 

旧タービン建屋には、風車や大型船舶の部品工場

が誘致されている。 

また、空き地や跡地のうち１２０ヘクタールを産

業団地とした。既にバイオ燃料製造など３０社以上

の中小企業が立地し、約１，０００人の地元雇用が

生まれている。 

さらに、既存の港湾（水深７ｍ）、構内線路（延

長３６０ｍ）などのインフラ設備を産業目的に活用

することとしている。（本文２５Ｐ参照） 

 

 

  

グライフスバルト発電所の使用済燃料等の搬出先である中間貯蔵施設は、１９９１年の廃炉

決定を受け、１９９６年から１９９９年にかけて同発電所の東部に建設された。面積は約３万

㎡（長さ２１０ｍ、幅１４５ｍ、高さ１８ｍ）である。 

施設内は８つのホールに区分されている。第１～

第７ホールは低中レベルの解体廃棄物を貯蔵して

おり、同ホールの約７５％を占めている。 

第８ホールには同発電所から搬出された使用済

燃料が金属キャスクで貯蔵されている。 

地震が少ないことから、日本のように固縛等の措

置は講じられていない。 

搬出は２００６年に完了し、同ホールの約６割

（キャスク設置場所１２０か所中７４か所）を占め

ている。最終処分場の開設まで同施設内に貯蔵され

る予定である。6（本文６Ｐ参照） 

 

  

【出典】・「TREATMENT AND CONDITIONING OF DISMANTLED MATERIAL AND OPERATION WASTE IN EWN」（2014.7 ＥＷＮ） 

風車工場 

船舶部品工場 

使用済燃料の貯蔵 
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○アメリカ トロージャン発電所（廃止措置完了）7 

 

  アメリカにおいてこれまで廃炉を完了した中で、最大出力（ＰＷＲ 出力１１７．８万ｋＷ）の

プラントである。 

  オレゴン州最大の都市ポートランドの北方約６０㎞に位置し、周辺を森林に囲まれたコロンビア

川沿いの地域にあり、直近の居住区域からは約５㎞離れている。 

１９７６年にポートランドジェネラルエレクトリック社が運転を開始し、１９９６年まで運転を

継続したが、蒸気発生器の交換に多額の資金を要することから、経済性の観点から廃炉を決定した。 

 

１９９９年から廃止措置を開始し、使用済燃料は

サイトから約５００ｍ離れた社有地でコンクリート

キャスク３４本（３５９トン）に貯蔵されている。

解体に伴う放射性廃棄物は、サイトから北東へ 

約４００㎞離れたワシントン州リッチランドの低レ

ベル放射性廃棄物処分場（国内に４か所整備）へ搬

出された。 

 

 

２００５年に廃止措置を終了したが、跡地には事

務棟などが解体されずに残っており、今後の利用計

画は明らかになっていない。（本文１３Ｐ参照） 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

【出典】・「平成 24 年度発電用原子炉等利用環境調査（海外における原子力政策等実態調査）報告書」（H25.3 経済産業省） 

    ・「デコミニュース第２号」（H10.1 （財）原子力施設デコミッショニング研究協会） 

    ・「Report to Congress on the Demonstration on the Interim Storage on Spent Nuclear Fuel from Decommissioned Nuclear Power Reactor Sites 」 

（2008.12 ＤＯＥ） 

    ・Portland General Electric ＨＰ 

コンクリートキャスクによる 

使用済燃料の貯蔵 

周辺の様子（廃止措置後） 

冷却塔跡 

原子炉建屋跡 

使用済燃料 

貯蔵施設 
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○アメリカ フォートセントブレイン発電所（廃止措置完了）8 

 

 

  アメリカにおいてこれまで廃炉を完了した中で、跡地を火力発電所に転用し、利用が図られ

た事例である。 

コロラド州デンバーから北方へ約７０㎞に位置し、周辺は農耕地であり、直近の居住区域か

らは約７㎞離れている。 

  １９７３年にエネルギー省（ＤＯＥ）が高温ガス炉（ＨＴＧＲ 出力３４．２万ｋＷ）の実

証炉として運転を開始し、１９７９年に事業者（パブリックサービス・オブ・コロラド）に払

い下げられた。１９８９年まで運転されたが、機器の故障等により設備利用率が低迷し、経済

性を発揮できなかったことから、廃炉が決定した。 

 

１９９１年から廃止措置を開始し、使用済燃料はサイトから約

１㎞離れた社有地に貯蔵施設を設け、ボールト（地下室）貯蔵 

（１４トン）されている。また、解体に伴う放射性廃棄物はサイ

トから北西へ約１，７００㎞離れたワシントン州リッチランドの

低レベル放射性廃棄物処分場へ搬出された。 

  当初、安全貯蔵方式での解体を予定していたが、廃止措置計画

を変更し、即時解体方式を選択した。その理由は、同発電所のタ

ービン、発電系がガスタービン系に使用できることに着目し、天

然ガス火力発電所に転換させ、敷地を利用可能とするためであっ

た。廃止措置は１９９７年に終了した。 

転換された天然ガス火力発電所は、順次出力向上が図られ、現

在９６．９万ｋＷとなっている。（本文２５Ｐ参照） 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

【出典】・「平成 24 年度発電用原子炉等利用環境調査（海外における原子力政策等実態調査）報告書」（H25.3 経済産業省） 

     ・「デコミニュース創刊号」（H9.11 （財）原子力施設デコミッショニング研究協会） 

・「Report to Congress on the Demonstration on the Interim Storage on Spent Nuclear Fuel from Decommissioned Nuclear Power Reactor Sites 」 

（2008.12 ＤＯＥ） 

     ・Xcel Energy ＨＰ 

廃止措置後に転換された天然ガス火力発電所 

天然ガス火力発電所 使用済燃料貯蔵施設 

原子炉建屋内コンクリート 

撤去の様子 
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○ドイツ ミュルハイム・ケールリッヒ発電所（解体中）9 

 

 

  ドイツにおいて廃炉を行っている中で、最大出力（ＰＷＲ 出力１３０．２万ｋＷ）のプラ

ントである。 

  旧西ドイツのラインラント＝プファルツ州コブレンツ市に位置する。コブレンツ市はモーゼ

ル川とライン川の合流点であり、古くから河川交通の要衝である。同発電所は居住区域に極め

て近接している。 

１９８７年にＲＷＥパワー社が運転を開始したが、２０００年、当時の連立政権と電力首脳

が脱原発に合意したことを踏まえ、廃炉が決定した。２０２５年までに解体を終了する予定で

ある。 

 

使用済燃料はサイトから約９００㎞離れ

たフランスのラ・アーグ再処理施設に搬出

されている。解体に伴う放射性廃棄物は 

２０１９年を目途に建設が進められている

サイトから北東へ４００㎞離れたニーダザ

クセン州コンラッドの低レベル放射性廃棄

物処分場へ搬出予定となっている。 

 

廃止措置を進める過程において、資材置

場等として活用していたサイト東側の土地

を放射線防護の規制対象から外し、地元コ

ブレンツ市に売却している。（本文１５Ｐ参

照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】・「平成 24 年度発電用原子炉等利用環境調査（海外における原子力政策等実態調査）報告書」（H25.3 経済産業省） 

発電所内コンクリート構造物の

解体状況 

規制対象から 

外したエリア 

周辺の様子（廃止措置中） 
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世界の原子力発電の状況 
運転中 建設中 計画中 合計 廃炉 

出力 
（万kW） 

基数 
（基） 

出力 
（万kW） 

基数 
（基） 

出力 
（万kW） 

基数 
（基） 

出力 
（万kW） 

基数 
（基） 

決定数 
（基） 

うち完了 
（基） 

うち解体中 
（基） 

西欧 11,928 117 335 2 546 4 12,809 123 73 1 22 

ドイツ 1,269 9 －  － － － 1,269 9 23 1 12 

イギリス 1,086 16 －  － 326 2 1,418 18 28 0 2 

スペイン 739 7 －  － －  － 739 7 3 0 1 

フランス 6,588 58 163 1 －  － 6,751 59 12 0 3 

他（ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ､ｽｳｪｰﾃﾞﾝ､ﾍﾞﾙｷﾞｰ､ｽ

ｲｽ､ｵﾗﾝﾀﾞ､ｲﾀﾘｱ） 2,245 27 172 1 220 2 2,637 30 7 0 4 

北米 11,752 119 560 5 626 5 12,938 129 30 10 5 

アメリカ 10,328 100 560 5 626 5 11,514 110 27 10 5 

カナダ 1,424 19 －  － －  － 1,424 19 3 0 0 

アジア 9,058 117 5,356 51 6,225 53 20,640 221 10 1 2 

日本 4,426 48 442 4 1,158 8 6,026 60 10 
1

（※JPDR） 
2 

韓国 2,071 23 660 5 560 4 3,291 32 －  －  －  

中国 1,478 17 3,386 31 2,616 23 7,482 71 －  －  －  

インド 478 20 530 7 670 6 1,678 33 －  －  －  

ベトナム －  － －  － 400 4 400 4 －  －  －  

他（台湾、ﾊﾟｷｽﾀﾝ､ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ､ﾊﾞﾝ

ｸﾞﾗﾃﾞｼｭ） 603 9 338 4 820 8 1,761 21 －  －  －  

ＣＩＳ(ﾛｼｱ､ｳｸﾗｲﾅ､ｱﾙﾒﾆｱ等) 3,942 45 1,346.0 14 1,864 19 7,152 78 10 0 0 

東欧(ﾘﾄｱﾆｱ､ﾁｪｺ､ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ等) 1,223 19 306.0 5 438 4 1,968 28 9 0 0 

中南米(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､ﾒｷｼｺ､ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ) 436 6 215.0 2 － － 651 8 0 0 0 

アフリカ(南ｱﾌﾘｶ､ｴｼﾞﾌﾟﾛ) 194 2 － － 187 2 381 4 0 0 0 

中東(ｲﾗﾝ､UAE､ﾄﾙｺ､ﾖﾙﾀﾞﾝ等) 100 1 280 2 1,404 13 1,784 16 0 0 0 

合計 38,635 426 8,398 81 11,292 100 58,326 607 132 12 29 

【出典】世界の原子炉の廃止措置の状況（H26.4 電事連調べ）、世界の原子力発電開発の状況2014（日本原子力産業協会） ※ＪＰＤＲは外数である 

（2014年1月時点） 
資
料

１
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日本 アメリカ ドイツ イギリス フランス スペイン 

処分方針 再処理 直接処分 直接処分 再処理 再処理 直接処分 

使用済燃料 
貯蔵量 約１４，０００ｔ 約６５，０００ｔ 約６，８００ｔ 不明 約１４，０００ｔ 約４，０００ｔ 

中間貯蔵施
設：敷地外 

１か所 
（ﾘｻｲｸﾙ燃料備蓄ｾﾝ

ﾀｰ） 

２か所 
（ﾓﾘｽ、ｱｲﾀﾞﾎ） 

３か所 
（ｺﾞｱﾚｰﾍﾞﾝ、ｱｰﾊｳｽ、

ｸﾞﾗｲﾌｽﾊﾞﾙﾄ） 

２か所 
（ｾﾗﾌｨｰﾙﾄﾞ、ﾄﾞｰﾝﾚ

ｲ） 

１か所 
（ﾗ・ｱｰｸﾞ） 

（２０１１年にﾋﾞｼﾞｬﾙ・ 
 ﾃﾞ・ｶﾆｬｽ選定） 

上記中間貯蔵
施設運営主体 

リサイクル燃料貯蔵(株) ゼネラル・エレクトリック社、
ＤＯＥ 

原子力サービス会社 
（ＧＮＳ） 
ﾉﾙﾄｴﾈﾙｷﾞｰ社（ＥＷＮ） 

原子力廃止措置機関
（ＮＤＡ） ＡＲＥＶＡ ＮＣ社 放射性廃棄物管理公社

（ＥＮＲＥＳＡ） 

中間貯蔵施設 
立地戦略 
（策定主体） 

エネルギー基本計画 
（閣議決定） 

使用済燃料及び 
高レベル放射性 
廃棄物の管理・処分
戦略（ＤＯＥ） 

なし なし なし 
第６次総合放射性 
廃棄物計画 
（ＥＮＲＥＳＡ） 

中間貯蔵施設 
立地取組み 
状況 
 

「使用済燃料の貯蔵
能力の拡大」として、
中間貯蔵施設や乾
式貯蔵施設等の建
設・活用を促進する
とともに、そのための
政府の取組を強化 

２０２１年までに実験
的な中間貯蔵施設を
建設（廃止された炉
からの燃料を受入）
し、２０２５年までによ
り大型の中間貯蔵施
設を建設する計画 

なし 

セラフィールド再処
理工場にこれまでの
受入分の再処理を２
０１８年までに終え、
その後中間貯蔵施
設として活用する予
定 

使用済燃料の中間
貯蔵施設の研究中 

２０１１年に集中中間
貯蔵施設の建設地と
してﾋﾞｼﾞｬﾙ･ﾃﾞ･ｶﾆｬｽ
を選定し、２０１４年 
１月に、産業・エネル
ギー・観光省に立地・
建設手続きを申請 

日本と海外における使用済燃料（中間貯蔵施設）の状況 

【出典】 ・「平成24年度発電用原子炉等利用環境調査（海外における原子力政策等実態調査）調査報告書」（H25.3 エネルギー総合工学研究所） 
      ・「諸外国における高レベル放射性廃棄物の処分について 2014年版」（H26.3  （公財）原子力環境整備促進・資金管理センター） 
      ・「放射性廃棄物ハンドブック（平成25年度版）」（H25.6   （公財）原子力環境整備促進・資金管理センター） 
               ・「平成22年度中間貯蔵施設に係る最新動向調査に関する報告書」（H23.8  （独法）原子力安全基盤機構） 

平成２６年８月 
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国内における廃止措置の実施状況 

動力試験炉（ＪＰＤＲ） 東海発電所 ふげん 浜岡発電所１・２号機 

立地場所 茨城県東海村 茨城県東海村 福井県敦賀市 静岡県御前崎市 

廃炉期間 
S56.12 ～ H8.3 

【完了】 
H13.12 ～ H37 

（H25.12に5年延長） 
H20.2 ～ H46 

（H24.3に5年延長） 
H21.11 ～ H48 

 

運転期間 
S38.10 ～ H51.3（13年） S41.7 ～H10.3（32年） S53.3 ～ H15.3（25年）  1号：S49.8～H21.1(35年) 

 2号：S53.5～H21.1(31年) 

炉  型 
出  力 

・沸騰水型軽水炉 
 （BWR、1.25万kW） 

・炭酸ガス冷却型原子炉 
 （GCR、16.6万kW） 

・重水減速・沸騰軽水冷却圧力 
 型原子炉（ATR、16.5万kW） 

・沸騰水型軽水炉（BWR） 
  1号：54万kW、2号：84万kW 

現  状 
※ 

【廃止措置完了】 
・国内初となる廃炉の実地試験 
 という位置づけ 

【燃料搬出、解体中】 
・原子炉領域以外の解体を完了 
・原子炉領域解体の準備中 

【燃料搬出・解体中】 
・系統除染を完了 
・原子炉領域以外を解体中 

【燃料搬出中】 
・系統の汚染状況を調査中 
・管理区域外の解体工事に着手 

燃料搬出 
の状況※ 

・東海再処理施設へ搬出（9ｔ） ・英国から受入れた燃料は、 
 契約に基づき英国に返還 

・東海再処理施設の稼働が遅れ、 
 722本中、466本が残存 

・4,5号機の燃料プールへ搬出中 
 （1号機）206体すべての搬出を完了 
 （2号機）1,164体中、196体が残存 

  ※H25年12月末時点 

廃棄物の 
発生見込 

約2.5万t 
・放射性廃棄物   約0.5万t 
・放射性廃棄物外 約  2万t 

約19万t 
・放射性廃棄物   約2万t 
・クリアランス対象 約4万t 
・放射性廃棄物外  約13万t 

約36万t 
・放射性廃棄物   約5万t 
・クリアランス対象 約14万t 
・放射性廃棄物外  約17万t 

約48万t 
・放射性廃棄物   約1万t 
・クリアランス対象 約3万t 
・放射性廃棄物外   約44万t 

廃棄物の 
発生実績

※ 

約2.4万t 
・放射性廃棄物   約0.4万t 
・放射性廃棄物外 約  2万t 
 

約0.3万t 
・放射性廃棄物   約  790t 
・クリアランス対象 約1,800t 
・放射性廃棄物外  実績なし 

約0.07万t 
・放射性廃棄物   約 55t 
・クリアランス対象 約630t 
・放射性廃棄物外  実績なし 

実績なし 

廃炉費用
（推計値） 

約230億円（実績） 約885億円 約747億円 約841億円 
（1号379億円、2号462億円） 

地元企業 
参入状況

※ 

・原子力機構（旧原研）、電力 
 事業者からの協力職員、メー 
 カーを中心に実施 

・原電社員と協力企業が中心 
・地元企業の参入実績は少ない 

・地元の協力企業が中心 
・原子炉領域外の工事では、 
 入札で地元企業受注増加 

・解体工事の実績が少ない 

【出典】 ※は、各社からの聞き取り。それ以外は、各社の廃止措置計画およびホームページ 

平成２６年８月 
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日本 アメリカ ドイツ イギリス フランス スペイン 

原発総数 ５９基 １２７基 ３２基 ４４基 ７０基 １０基 

稼働数 ４８基 １００基 ９基 
（旧西ﾄﾞｲﾂのみ：RWEなど民間５社） 

１６基 
（EDFｴﾅｼﾞｰ１５基、NDA１基） 

５８基 
（EDF１社、一部CEA共営） 

７基 
（ｲﾍﾞﾙﾄﾞﾛｰﾗなど民間５社） 

廃炉数 
（完了数） 

１１基 
（１基） 

２７基 
（１０基） 

２３基 
（１基） 

２８基 
（０基） 

１２基 
（０基） 

３基 
（０基） 

 
実施主体 

発電事業者 発電事業者 
 

発電事業者 
 ※旧東ドイツの６基は、連邦 
   政府が出資するＥＷＮ社 

ＮＤＡ（国機関） 
※ＥＤＦｴﾅｼﾞｰの１５基は運転中で、 
  廃止措置の実施主体は未定 

ＥＤＦ（政府出資会社） ＥＮＲＥＳＡ（国公社） 

実施形態 

発電事業者が、協力会社、
ゼネコン、メーカー等へ 
個別業務ごとに委託 

発電事業者が、各サイトの
状況に応じて実施 
 ・個別業務ごとに委託 
   （ｻﾝｵﾉﾌﾚ等） 
 ・廃炉会社に包括委託 
   （ﾒｲﾝﾔﾝｷｰ等） 
 ・廃炉会社を創設 
   （ｻﾞｲｵﾝのみ） 

・発電事業者が、プラントメーカー 
 （アレバ社、ウェスティングハウ 
  ス社等）に包括業務委託 
 
 ※旧東ドイツの６基は、ＥＷＮ社 
    が自ら実施 

・ＮＤＡが、国全体の廃止措置戦略 
 を作成し、各サイトに予算を配分 
 
・各ｻｲﾄでは、ｻｲﾄ管理会社（ＳＬＣ） 
 が個別に廃止措置計画を作成し、  
 ＮＤＡの予算で現場作業を実施 

・ＥＤＦが、アレバ社等のプラン 
 トメーカーに包括業務委託 

・発電事業者が、閉鎖から廃止措  
 置の開始までの間に、使用済燃 
 料の炉心からの取出しと運転系 
 統からの切断を実施 
 
・発電事業者の業務終了後、ＥＮ 
 ＲＥＳＡに責任が移転 

廃止措置 
のｼﾅﾘｵ 

国の標準工程 
（安全貯蔵＋解体） 

事業者判断 
 （永久埋葬も可能） 

事業者判断 
（国は即時解体を推奨） 

安全貯蔵（期間50～60年） 
※ｳｨﾝｽﾞｹｰﾙは即時解体、 
   ﾄﾞｰﾝﾚｲは遮蔽隔離 

事業者判断 
（国は即時解体を推奨） 

即時解体（期間10年） 

低
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物 

処分
責任 

発生者（発電事業者） 発生者（発電事業者） 国（連邦放射性防護庁） ＮＤＡ（EDFｴﾅｼﾞｰ分は未定） ANDRA（国公社） ＥＮＲＥＳＡ 

処
分
場 

＜浅地中処分＞ 
 操業中 １か所 
  （青森県六ヶ所村） 
  ※運転中の発生分のみ 

＜浅地中処分等＞ 
 操業中 ４か所 
  （ﾊﾞｰﾝｳｪﾙ､ﾘｯﾁﾗﾝﾄﾞ､ 
         ｸﾗｲﾌﾞ､ﾃｷｻｽ） 

＜地層処分＞ 
 建設中 １か所（ｺﾝﾗｯﾄﾞ） 

＜浅地中処分等＞ 
 操業中 １か所 （ﾄﾞﾘｯｸﾞ） 
 建設中 １か所   （ﾄﾞｰﾝﾚｲ） 

＜浅地中処分等＞ 
 操業中 ２か所 
  （ｵｰﾌﾞ、ﾓﾙｳﾞｨﾘｴ） 

＜浅地中処分等＞ 
 操業中 １か所 
  （ｴﾙ･ｶﾌﾞﾘﾙ） 

運営
形態 

民間事業者が所有、運営 民間事業者が所有、運営 国が所有し、旧国営のＤＢＥ社が
運営 

ＮＤＡが所有し、サイト管理会社の 
１つであるＬＬＷＲ社が運営 

ＡＮＤＲＡが所有、運営 ＥＮＲＥＳＡが所有、運営 

廃棄物の 
再利用 

○クリアランス制度あり 
 ・東海発電所で実績あり 

○クリアランス制度なし 
 ・汚染の少ないポンプや 
  タービン等は中古販売 
 
 ・専門業者に処分を委託 
  業者が個別に国の認可 
  を受けて再利用 
 

○クリアランス制度あり 
 ・放射能レベルに応じて 
  無条件／条件付で再利用 
 
  （無条件）市場解放 
  （条件付）用途限定で再利用  

○クリアランス制度あり 
 ・無条件／条件付で再利用 
 
 ・ｽﾀｽﾞﾋﾞｯｸ社（ｽｳｪｰﾃﾞﾝ）の溶融 
  工場が立地しており、受入れ・ 
  再利用を推進  

○クリアランス制度なし 
 ・国は原子力業界内での再利用 
  を奨励 
 
 ・ＥＤＦ子会社が運営するセント 
  ラコ処理場で溶融後、原子力 
  業界で再利用 

○クリアランス制度あり 
 ・ｸﾘｱﾗﾝｽ金属は市場解放 
  
 ・ｺﾝｸﾘｰﾄはすべて処分 

資金調達 

電気料金から引当て 
（積立期間は50年） 

電気料金から引当て 
・最低積立額を法定 
・運転認可時に調達 
  方法を確認 

・電気料金から引当て 
 （積立期間は任意） 
 
 ※ＥＷＮ社は、国が予算 
  措置 

・2/3を国税、1/3をＮＤＡの事 
 業収入（発電、再処理等） 
 で調達 
 
 ※EDFｴﾅｼﾞｰは、電気料金 
   から引当て（ＮＤＡが管理） 

電気料金から引当て 
（積立期間は任意） 

発電事業者が、国税として
一定額をENRESAに支払 

日本と海外における廃止措置の状況 

【出典】 ・「平成24年度発電用原子炉等利用環境調査（海外における原子力政策等実態調査）調査報告書」（H25.3 エネルギー総合工学研究所） 
      ・「諸外国における高レベル放射性廃棄物の処分について 2014年版」（H26.3 （公財）原子力環境整備促進・資金管理センター） 

平成２６年８月 
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国名 発電所名 炉型/出力 廃炉期間 使用済燃料 放射性廃棄物 廃炉後の状況 

ア
メ
リ
カ 

1 ランチョセコ 
PWR 

96.6万kW 
1989-2009 
(21年間) 

サイト付近でコンクリートキャスク貯蔵 国内の低レベル処分場（クライ
ブ）に搬出 

一部建屋が残存、 
跡地等に太陽光発
電パネルを設置 

2 
ビッグロック
ポイント 

BWR 
7.5万kW 

1997-2007 
(11年間) 

サイト付近でコンクリートキャスク貯蔵 国内の低レベル処分場（クライ
ブ、バーンウェル）に搬出 

更地化 

3 
コネチカット
ヤンキー 

PWR 
60万kW 

1996-2007 
(12年間) 

サイト付近でコンクリートキャスク貯蔵 国内の低レベル処分場（バーン
ウェル）に搬出 

更地化 

4 ヤンキーロー 
PWR 

18.5万kW 
1992-2007 
(11年間) 

サイト付近でコンクリートキャスク貯蔵 国内の低レベル処分場（バーン
ウェル）に搬出 

更地化 

5 
フォートセン
トブレイン 

HTGR 
34.2万kW 

1989-1997 
(10年間) 

サイト付近でボールト（地下室）貯蔵 国内の低レベル処分場（リッチ
ランド）に搬出 

天然ガス火力に
転換 

6 
メインヤン
キー 

PWR 
90万kW 

1997-2005 
(9年間) 

サイト付近でコンクリートキャスク貯蔵 国内の低レベル処分場（クライ
ブ、バーンウェル）に搬出 

更地化 

7 トロ―ジャン 
PWR 

117.8万kW 
1993-2005 
(13年間) 

サイト付近でコンクリートキャスク貯蔵 国内の低レベル処分場（リッチ
ランド）に搬出 

一部建屋が残存 

8 ショーハム 
BWR 

86万kW 
1989-1995 
(7年間) 

運転中のリメリック原子力発電所に搬出 炉心部のみ国内の低レベル処分
場（リッチランド）に搬出 

炉 心 以 外 の 建
屋・設備が残存 

9 
パスファイン
ダー 

BWR 
6.2万kW 

1967-1991 
(25年間) 

アイダホ国立研究所等で再処理後、固化
体を同研究所で貯蔵 

国内の低レベル処分場（リッチ
ランド）に搬出 

天然ガス火力に
転換 

1
0 

シッピング
ポート 

LWBR 
5.2万kW 

1982-1989 
(8年間) 

アイダホ国立研究所等で再処理後、固化
体を同研究所で貯蔵 

国内の低レベル処分場（リッチ
ランド）に搬出 

更地化 

ド
イ
ツ 

1 
カール 
（研究炉） 

BWR 
1.5万kW 

1985-2010 
(26年間) 

国内の再処理施設（WAK：現在閉鎖）で再
処理後、固化体をグライフスバルト中間
貯蔵施設で貯蔵 

国内の低レベル処分場（モルス
レーベン：現在閉鎖）に搬出 

更地化 

2 
ニーダアイヒ
バッハ 

HWGCR 
10.6万kW 

1974-1995 
(22年間) 

フランスの再処理施設(UP1：現在閉鎖) 
で再処理後、返還された固化体をゴア
レーベン中間貯蔵施設で貯蔵 

国内の低レベル処分場（モルス
レーベン：現在閉鎖）に搬出 

更地化 

海外における廃止措置を完了した事例 
平成２６年８月 

【出典】平成24年度発電用原子炉等利用環境調査（経済産業省）、Country Nuclear Power Profiles ‘GERMANY2013’（IAEA）、ATOMICAホームページ等 
※ドイツにおける解体完了事例は、商業炉としてはニーダアイヒバッハ１基であるが、研究炉カールの事例を記載 



廃止措置完了事例と放射性廃棄物処分場（アメリカ） 

ﾄﾛｰｼﾞｬﾝ発電所 
（ｵﾚｺﾞﾝ州） ﾊﾟｽﾌｧｲﾝﾀﾞｰ発電所 

（ｻｳｽﾀﾞｺﾀ州） 

ﾗﾝﾁｮｾｺ発電所 
（ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州） 

ﾌｫｰﾄｾﾝﾄﾌﾞﾚｲﾝ発電所 
（ｺﾛﾗﾄﾞ州） 

ﾋﾞｯｸﾞﾛｯｸﾎﾟｲﾝﾄ発電所 
（ミシガン州） 

ｼｮｰﾊﾑ発電所 
（ﾆｭｰﾖｰｸ州） 

ﾒｲﾝﾔﾝｷｰ発電所 
（メイン州） 

ﾔﾝｷｰﾛｰ発電所 
(ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ州) 

ｺﾈﾁｶｯﾄﾔﾝｷｰ発電所 
（ｺﾈﾁｶｯﾄ州） 

ｼｯﾋﾟﾝｸﾞﾎﾟｰﾄ発電所 
（ﾍﾟﾝｼﾙﾊﾞﾆｱ州） 

ﾘｯﾁﾗﾝﾄ処分場 
(ﾜｼﾝﾄﾝ州)ﾞ 

ｸﾗｲﾌﾞ処分場 
(ﾕﾀ州) 

ﾊﾞｰﾝｳｪﾙ処分場 
(ｻｳｽｶﾛﾗｲﾅ州) 

ｱｲﾀﾞﾎ国立研究所 
（ｱｲﾀﾞﾎ州） 

低レベル放射性廃棄物処分場（４か所） 廃止措置を完了した原子力発電所（１０基） 高レベル放射性廃棄物貯蔵施設 
  

【出典】諸外国における高レベル放射性廃棄物の処分について（原子力環境整備促進・資金管理センター） 

リメリック発電所 
（ﾍﾟﾝｼﾙﾊﾞﾆｱ州） 

リメリック原子力発電所（運転中） 
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ﾃｷｻｽ処分場 
(ﾃｷｻｽ州) 

ﾓﾘｽ中間貯蔵施設 
（ｲﾘﾉｲ州） 



廃止措置完了事例と放射性廃棄物処分場（ドイツ） 

低レベル放射性廃棄物処分場（現在は閉鎖） 

廃止措置を完了した商業炉（１基） 

ﾓﾙｽﾚｰﾍﾞﾝ処分場 
 （ｻﾞｸｾﾝ=ｱﾝﾊﾙﾄ州、2001年閉鎖） 

ｶｰﾙ研究炉 
(ﾊﾞｲｴﾙﾝ州) 

ﾆｰﾀﾞｱｲﾋﾊﾞｯﾊ発電所 
(ﾊﾞｲｴﾙﾝ州) 

廃止措置を完了した研究炉（１基） 

ＷＡＫ再処理施設 
（ﾊﾞｰﾃﾞﾝ=ﾌﾞﾘｭﾃﾝﾌﾞﾙｸﾞ州、1991年閉鎖） 

再処理施設（現在は閉鎖） 

高レベル放射性廃棄物中間貯蔵施設 
 （地図上の他､ﾉﾙﾄﾗﾝ=ｳﾞｪｽﾄﾌｧｰﾚﾝ州ｱｰﾊｳｽに１か所） 

ｺﾞｱﾚｰﾍﾞﾝ中間貯蔵施設 
(ﾆｰﾀﾞｰｻﾞｸｾﾝ州) 

ｸﾞﾗｲﾌｽﾊﾞﾙﾄ中間貯蔵施設 
(ﾒｸﾚﾝﾌﾞﾙｸﾞ=ﾌｫｱﾎﾟﾝﾒﾙﾝ州) 
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ｺﾝﾗｯﾄﾞ処分場 
 （ﾆｰﾀﾞｰｻﾞｸｾﾝ州、建設中） 

【出典】諸外国における高レベル放射性廃棄物の処分について（原子力環境整備促進・資金管理センター） 



海外における廃止措置（解体中）の事例 
国名 発電所名 炉型/出力 解体方式 廃炉期間 使用済燃料 放射性廃棄物 備考 

ア
メ
リ
カ 

1 
エンリコフェルミ FBR 

6.5万kW 
安全貯蔵－ 
解体撤去 

1972- サバンナリバー再処理施設（現
在閉鎖）に搬出 

国内の低レベル処分場（バーン
ウェル）に搬出 

運転期間約4年 

2 
フンボルトベイ BWR 

6.5万kW 
安全貯蔵－ 
解体撤去 

1976- 
(2015予定) 

サイト付近でコンクリートキャスク
貯蔵 

国内の低レベル処分場（テキサ
ス等）に搬出 

3 
サンオノフレ 
１号機 

PWR 
45.6万kW 

安全貯蔵－ 
解体撤去 

1992- 
(2030予定) 

サイト付近でコンクリートキャスク
貯蔵 

国内の低レベル処分場（クライ
ブ）に搬出 

4 
ザイオン 
１、２号機 

PWR 
108.5万kW 

安全貯蔵－ 
解体撤去 

1998- 
(2025予定) 

サイト付近でコンクリートキャスク
貯蔵 

国内の低レベル処分場（クライブ
等）に搬出 

廃炉専門会社(ｻﾞｲｵﾝ・ｿ
ﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ)が担当 

ド
イ
ツ 

1 
グンドレミンゲン ＢWR 

25.2万kW 即時解体 
1980- ゴアレーベン中間貯蔵施設（現

在は搬入停止）等に搬出 
国内の低レベル処分場（コンラッ
ド：建設中）に搬出予定 

2 
カールスルーエ
（研究炉） 

PHWR 
5.8万kW 即時解体 

1984- ＷＡＫ再処理施設（現在閉鎖）に
搬出 

国内の低レベル処分場（コンラッ
ド：建設中）に搬出予定 

3 
ラインスベルク ＶＶＥＲ 

8.0万kW 即時解体 
1990- 
(2016予定) 

グライフスバルト中間貯蔵施設に
搬出 

グライフスバルト中間貯蔵施設に
搬出 

  

4 
グライフスバルト 
1～5号機 

ＶＶＥＲ 
44.0万kW 即時解体 

1990- 
(2016予定) 

グライフスバルト中間貯蔵施設に
搬出 

グライフスバルト中間貯蔵施設に
搬出 

発電事業者（EWN）が廃
炉会社に転換 

5 
ヴュルガッセン BWR 

67.0万kW 即時解体 
1994- 
(2014予定) 

フランスのラ・アーグ再処理施設
に搬出 

サイト内に設置した中間貯蔵施
設で貯蔵 

  

6 
ミュルハイムケー
ルリッヒ 

PWR 
130.2万kW 即時解体 

2000- フランスのラ・アーグ再処理施設
に搬出 

国内の低レベル処分場（コンラッ
ド：建設中）に搬出予定 

運転期間約1年 

7 
シュターデ PWR 

67.2万kW 即時解体 
2003- 
(2015予定) 

フランスのラ・アーグ再処理施設
に搬出 

サイト内に設置した中間貯蔵施
設で貯蔵 

  

8 
オブリッヒハイム PWR 

35.7万kW 即時解体 
2005- 
(2017予定) 

サイト内で金属キャスク貯蔵予定 国内の低レベル処分場（コンラッ
ド：建設中）に搬出予定 

  

イ
ギ
リ
ス 

1 
ウィンズケール AGR 

3.6万kW 即時解体 
1981- セラフィールド再処理施設に搬

出 
サイト内に設置した中間貯蔵施
設で貯蔵 

2 
ドーンレイ 
  

FBR 
25.0万kW 遮蔽隔離  

1994- セラフィールド再処理施設に搬
出 

サイト内に設置した中間貯蔵施
設で貯蔵 

フ
ラ
ン
ス 

1 
モンダレーEL4 HWGCR 

7.7万kW 即時解体 
1985- 
(2018予定) 

カダラッシュの中間貯蔵施設（現
在閉鎖）に搬出 

サイト内に設置した中間貯蔵施
設で貯蔵 

2 
ショーＡ PWR 

32.0万kW 
即時解体 

（2001年変更） 

1991- 
(2025予定) 

ラ・アーグ再処理施設に搬出 国内の低レベル処分場（モル
ヴィリエ等）に搬出 

3 
スーパーフェニッ
クス 

FBR 
124.0万kW 即時解体 

1998- 
(2026予定) 

サ イ ト 内 の 暫 定 貯 蔵 建 屋
（APEC）で貯蔵 

サ イ ト 内 の 暫 定 貯 蔵 建 屋
（APEC）で貯蔵 

ス
ペ
イ
ン 

1 
ホセカブレラ PWR 

16.0万kW 即時解体 
2010- 
(2017予定) 

サイト付近でコンクリートキャスク
貯蔵 

国内の低レベル処分場（エル・カ
ブリル）に搬出 

約8年で完了予定 

資
料
６

 

-56- 

【出典】世界の原子炉の廃止措置の状況（H26.4 電気事業連合会調べ）、平成24年度発電用原子炉等利用環境調査（海外における原子力政策等実態調査）報告書（H25.3  経済産業省）、平成20年度廃止措置に関する調査報告書 
     【別冊】廃止措置ハンドブック（H21.11 原子力安全基盤機構） 原子力ワールドレポート＆レビュー第95号（H26.6.1 原子力安全研究協会）、グライフスバルト（通称ノルト）原子力発電所をめぐる動き（ATOMICA）等 

平成２６年８月 



廃止措置（解体中）の事例と放射性廃棄物処分場（アメリカ） 

ｻﾝｵﾉﾌﾚ発電所１号機 
（ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州） 

ｻﾞｲｵﾝ発電所１，２号機 
（ｲﾘﾉｲ州） 

ﾌﾝﾎﾞﾙﾄﾍﾞｲ発電所 
（ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州） 

ｴﾝﾘｺﾌｪﾙﾐ発電所 
（ﾐｼｶﾞﾝ州） 

ﾘｯﾁﾗﾝﾄ処分場 
(ﾜｼﾝﾄﾝ州)ﾞ 

ｸﾗｲﾌﾞ処分場 
(ﾕﾀ州) 

ﾊﾞｰﾝｳｪﾙ処分場 
(ｻｳｽｶﾛﾗｲﾅ州) 

低レベル放射性廃棄物処分場（４か所） 廃止措置（解体中）の原子力発電所（５基） 再処理施設 （現在は閉鎖） 

【出典】諸外国における高レベル放射性廃棄物の処分について（原子力環境整備促進・資金管理センター） 
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ﾃｷｻｽ処分場 
(ﾃｷｻｽ州) 

ｻﾊﾞﾝﾅﾘﾊﾞｰ再処理施設 
（ｻｳｽｶﾛﾗｲﾅ州、1998年閉鎖） 



廃止措置（解体中）の事例と放射性廃棄物処分場（ドイツ） 

低レベル放射性廃棄物処分場（現在は閉鎖） 

廃止措置（解体中）の商業炉（１２基） 

ﾓﾙｽﾚｰﾍﾞﾝ処分場 
 （ｻﾞｸｾﾝ=ｱﾝﾊﾙﾄ州、2001年閉鎖） 

ｼｭﾀｰﾃﾞ発電所 
(ﾆｰﾀﾞｰｻﾞｸｾﾝ州) 

ｵﾌﾞﾘｯﾋﾊｲﾑ発電所 
(ﾊﾞｰﾃﾞﾝ=ﾌﾞﾘｭﾃﾝﾌﾞﾙｸﾞ州) 

ＷＡＫ再処理施設 
（ﾊﾞｰﾃﾞﾝ=ﾌﾞﾘｭﾃﾝﾌﾞﾙｸﾞ州、1991年閉鎖） 

再処理施設（現在は閉鎖） 

高レベル放射性廃棄物中間貯蔵施設 
 （地図上の他､ﾉﾙﾄﾗﾝ=ｳﾞｪｽﾄﾌｧｰﾚﾝ州ｱｰﾊｳｽに１か所） 

ｺﾞｱﾚｰﾍﾞﾝ中間貯蔵施設 
(ﾆｰﾀﾞｰｻﾞｸｾﾝ州) 
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ｶｰﾙｽﾙｰｴ発電所 
(ﾊﾞｰﾃﾞﾝ=ﾌﾞﾘｭﾃﾝﾌﾞﾙｸ州) 

ﾗｲﾝｽﾍﾞﾙｸ発電所 
(ﾌﾞﾗﾝﾃﾞﾝﾌﾞﾙｸ州) 

ｳﾞｭﾙｶﾞｯｾﾝ発電所 
(ﾌﾞﾗﾝﾃﾞﾝﾌﾞﾙｸ州) 

ﾐｭﾙﾊｲﾑｹｰﾙﾘｯﾋ発電所 
(ﾗｲﾝﾗﾝﾄ=ﾌﾟﾌｧﾙﾂ州) 

ｸﾞﾗｲﾌｽﾊﾞﾙﾄ発電所1～5号機、 
ｸﾞﾗｲﾌｽﾊﾞﾙﾄ中間貯蔵施設 
(ﾒｸﾚﾝﾌﾞﾙｸﾞ=ﾌｫｱﾎﾟﾝﾒﾙﾝ州) 

ｺﾝﾗｯﾄﾞ処分場 
 （ﾆｰﾀﾞｰｻﾞｸｾﾝ州、建設中） 

ｸﾞﾝﾄﾞﾚﾐﾝｹﾞﾝ発電所 
（ﾊﾞｲｴﾙﾝ州） 

【出典】諸外国における高レベル放射性廃棄物の処分について（原子力環境整備促進・資金管理センター） 



廃止措置（解体中）の事例と放射性廃棄物処分場（イギリス、フランス、スペイン） 

ｽｰﾊﾟｰﾌｪﾆｯｸｽ発電所 
(ｲｾﾞｰﾙ県) 

ｳｨﾝｽﾞｹｰﾙ発電所/ 
ｾﾗﾌｨｰﾙﾄﾞ再処理施設 
(ｶﾝﾌﾞﾘｱ州) 

ﾄﾞｰﾝﾚｲ発電所 
(ﾊｲﾗﾝﾄﾞ州) 

ﾓﾝﾀﾞﾚｰEL4発電所 
(ﾌｨﾆｽﾃｰﾙ県) 

ﾎｾｶﾌﾞﾚﾗ発電所 
(ｸﾞｱﾀﾞﾗﾊﾗ県) 

ｴﾙ･ｶﾌﾞﾘﾙ処分場 
(ｺﾙﾄﾞﾊﾞ県) 

ｵｰﾌﾞ処分場／ 
ﾓﾙｳﾞｨﾘｴ処分場 

(ｵｰﾌﾞ県) 

廃止措置（解体中）の商業炉 
 （６基：ｲｷﾞﾘｽ２基､ﾌﾗﾝｽ３基､ｽﾍﾟｲﾝ１基） 

再処理施設 
ﾗ･ｱｰｸﾞ再処理施設(ﾏﾝｼｭ県) 
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ｼｮｰA発電所 
(ｱﾙﾃﾞﾝﾇ県) 

低レベル放射性廃棄物処分場 
（地図上の他、ｲｷﾞﾘｽ：ｶﾝﾌﾞﾘｱ州ﾄﾞﾘｯｸﾞに１か所） 

高レベル放射性廃棄物中間貯蔵施設 
（地図上の他､ｲｷﾞﾘｽ：ﾊｲﾗﾝﾄﾞ州ﾄﾞｰﾝﾚｲに１か所） 

ｶﾀﾞﾗｯｼｭ原子力研究センター 
(ﾌﾞｰｼｭ=ﾃﾞｭ=ﾛｰﾇ県、2014年閉鎖) 

【出典】諸外国における高レベル放射性廃棄物の処分について（原子力環境整備促進・資金管理センター） 

高レベル放射性廃棄物中間貯蔵施設 
建設候補地（ｽﾍﾟｲﾝ：ﾋﾞｼﾞｬﾙ･ﾃﾞ･ｶﾆｬｽ） 

ﾋﾞｼﾞｬﾙ･ﾃﾞ･ｶﾆｬｽ 
(ｸｴﾝｶ県) 



廃止措置等に関する国の体制、関与（その１） 

経済産業省 文部科学省 原子力委員会 原子力規制委員会 

使
用
済
燃
料 

【原子力立地・核燃料サイクル産業課】 
○原料物質及び核燃料物質に係る施設の設置の円滑化に

関する企画及び立案その他の核原料物質及び核燃料物

質に係る施設の設置又は改良の促進に関する重要な施

策に参画（規則第260条第4項） 

  
（具体的業務） 
・規制委員会が審査するむつ中間貯蔵施設、六ヶ所再処

理施設の建設や審査等の進捗状況把握 
・使用済核燃料対策協議会設置に向けた調整等   

  ※原子力委員会設置法改正法案提出（H26.4） 
  
○原子力規制委員会は、使用済燃料の貯蔵の事業を許

可する場合においては、あらかじめ、基準の適用

について、原子力委員会の意見を聴かなければな

らない（炉規法第43条の5） 

 

（具体的業務） 
・核燃料ｻｲｸﾙ政策について、再処理を基本とすること

を中間とりまとめ意見として公表（H16） 
  
※原子力委員会が放射性廃棄物の処理処分を中心とし

た核燃料サイクル政策について、関係省庁との役

割分担の下で、実際に責任を負う省庁とは異なる

立場で技術オプションの評価等を行うことは意義

がある（有識者会議とりまとめ H25.12） 
 

【原子力規制部】 

○原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃

棄の事業並びに原子炉に関する規制その他こ

れらに関する安全の確保 

○核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制

その他これらに関する安全の確保 

 （組織令第4条第1項,第2項） 

（具体的業務） 

・中間貯蔵施設、再処理施設等の設置許可 

・施設位置,構造,設備,溶接等の審査基準策定等 

・輸送物の技術基準適合性確認 等 

・コンクリートキャスク方式の諸外国の安全規制、 

 技術調査 

→日本原子力研究開発機機構（委託予定） 

放
射
性
廃
棄
物 

【放射性廃棄物等対策室】 
○放射性廃棄物に係る技術開発 （規則第260条第2項第2号） 

○原子力に係る廃棄の事業の発達、改善、及び調整 
（規則第260条第2項第3号） 

（具体的業務） 
・地層処分技術調査等→NUMO（委託） 
・放射性廃棄物ＷＧ、地層処分技術ＷＧの運営 
・「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に基づく

「基本方針」および「最終処分計画」の策定に関する事務 

 
 【原子力政策課事故収束対応室】 
    ○エネルギーとしての利用に関する原子力の技術開発 
  に 関する事務のうち原子力発電所の事故の収束に 
  関すること（再掲）   （規則第259条第4項第2号） 

  
（具体的業務） 
 ・福島の廃炉に関する放射性廃棄物の処理、処分に 
  関する研究→IRID（補助） 

【原子力課放射性廃棄物企画室】 
○文部科学省の所掌事務に係る原子力

関連施設の廃止措置並びに当該施設

から発生する放射性廃棄物の処理及

び処分     （規則第68条第6項） 

  
（具体的業務） 
・研究施設等廃棄物作業部会の運営 
・低レベル放射性廃棄物地下処分研究 
 開発 
→日本原子力研究開発機構（交付金） 
 ※東海研究所でｺﾝﾋ゚ ｭー ﾀによるｼﾐｭﾚー ｼｮﾝを実施 

・高レベル放射性廃棄物の地層処分 
 技術の研究開発 
→日本原子力研究開発機構（交付金） 

※原子力委員会設置法改正法案提出中(H26.5) 
  
○経済産業大臣は、特定放射性廃棄物の基本方針、最

終処分計画を定めようとするときは、あらかじめ、

原子力委員会の意見を聴かなければならない 
（最終処分法第3条、第４条） 

  
（具体的業務） 
・地層処分研究開発の技術的信頼性のあり方等につい

て提言 （H12） 
  
※放射性廃棄物は、発生者責任の原則のもと、合理的

かつ安全に処理・処分を行うことが重要であり、新

委員会が省庁横断的に検討を行う役割を担う意義は

ある（有識者会議とりまとめ H25.12） 

【原子力規制部】 

○原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃 

 棄の事業並びに原子炉に関する規制その他これ  

     らに関する安全の確保に関すること（再掲） 

（組織令第4条第1項） 

（具体的業務） 

・廃棄物に関する規制基準の整備 

・放射性廃棄物の海外動向調査 

→民間団体（委託予定） 

・地層処分安全審査の評価手法研究 

→日本原子力研究開発機構等（委託予定） 

 

 原子炉容器等の放射能レベルが高い低レベル放 

 射性廃棄物処分に関する規制基準は一部未検討 

 であり、規制基準の策定時期を示していない 
    

平成２６年８月 
資

料
７
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使用済燃料の搬出から廃炉までのバックエンド問題全体を適切に調整し、使用済燃料の搬出先等を政策的に確保する組織はない 



廃止措置等に関する国の体制、関与（その２） 

経済産業省 文部科学省 原子力委員会 原子力規制委員会 

廃
止
措
置
・
技
術
開
発 

 【原子力政策課事故収束対応室】 
 ○エネルギーとしての利用に関する原子力の 
  技術開発に関する事務のうち原子力発電所 
  の事故の収束に関すること 
          （規則第260条第2項第3号） 

  
 （具体的業務） 
 ・福島の廃炉・汚染水対策に関する研究開発等 
 →日本原子力研究開発機構（補助） 
 →IRID（補助） 

 【原子力課放射性廃棄物企画室】 
○文部科学省の所掌事務に係る原子力関連施設の廃

止措置並びに当該施設から発生する放射性廃棄物

の処理及び処分に関する事務（再掲） 
（規則第68条第6項） 

  
（具体的業務） 
・ふげん、東海研究所施設等の廃止措置の工程管理 
・ふげん、東海研究所施設等の除染、切断技術等 
 研究開発 
→日本原子力研究開発機構（交付金） 
・廃止措置・低レベル放射性廃棄物圧縮試験 
→日本原子力研究開発機構（交付金） 
※東海研究所でｺﾝﾋﾟｭｰﾀによるｼﾐｭﾚｰｼｮンを実施 

  ○発電用原子炉設置者は、廃止措置

を講じようとするときは、あらか

じめ、原子力規制委員会規則で定

めるところにより、当該廃止措置

に関する計画を定め、原子力規制

委員会の認可を受けなければなら

ない（炉規法第43条第3項32号） 

  
○製錬事業者は、認可を受けた廃止

措置計画を変更しようとするとき

は、原子力規制委員会規則で定め

るところにより、原子力規制委員

会の認可を受けなければならない

（炉規法第118条第8項） 

  
（具体的業務） 
・廃止措置計画の認可・安全規制 
・廃止措置の終了確認に係る規制基

準の整備の検討 
・クリアランス検査基準整備の検討 

人
材
育
成 

  【原子力課】 
○原子力に関する研究者の養成及び資質の向上 

 （組織令第9条第14項） 

  
（具体的業務） 
・廃止措置等の基盤研究、人材育成に関する事業の

企画立案 
 「廃止措置等基盤研究・人材育成プログラム」 
→拠点大学を公募（委託）  

    

地
域
振
興 

【電力基盤整備課】 
○電源開発に関する基本的な政策の企画及び立案

並びに推進（経済産業省組織令第128条第1項） 

  
（具体的業務） 
・原子力発電施設等立地地域共生交付金等の交付 

【原子力課】 
○文部科学省の所掌事務に係る研究開発施設の設

置及び運転の円滑化に関する事務のうち原子力に

係るもの（規則第68条第4項） 

  
（具体的業務） 
・電源立地地域対策交付金等の交付 
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※経済産業省組織規則、経済産業省組織令、文部科学省組織規則、文部科学省組織令、原子力規制庁組織規則、原子力規制庁組織令、原子力委員会設置法、平成26年度予算、電話聞き取りにより作成 



海外・日本の廃炉体制等の比較 

アメリカ ドイツ イギリス フランス スペイン 日本 

廃炉決定数 
（うち解体撤去中） 

（うち完了） 

２７基 
（ ５基） 
（１０基） 

２３基：うち旧国営6基 

（１２基：うち旧国営6基） 
（ １基） 

２８基：旧国営 
（ ２基） 
（ ０基） 

１２基 
（ ３基） 
（ ０基） 

３基 
（１基） 
（０基） 

１１基 
（ ２基） 
（ １基） 

使用済
燃料 

最終処分方式 
（処分主体） 

【直接処分】 
（エネルギー省：ＤＯＥ） 

【直接処分】 
（連邦放射性防護庁 

：ＢｆＳ） 

【再処理】 
（原子力廃止措置機関 

：ＮＤＡ(国機関)） 
 

※再処理：NDA 

【再処理】 
（放射性廃棄物管理機関 
：ＡＮＤＲＡ(国公社)） 

 
※再処理：AREVA社（国出資） 

【直接処分】 
（放射性廃棄物管理公社 
：ＥＮＲＥＳＡ（国公社）） 

 

【再処理】 
（原子力発電環境整備

機構：ＮＵＭＯ） 
 

※再処理：日本原燃㈱ 

最終処分場 【未選定】 【未選定】 【未選定】 【未選定】 【未選定】 【未選定】 

使用済燃料の
搬出先 

（解体完了、
解体中） 

【あり】 
・事業者がサイト内外で
キャスク貯蔵が主 

【あり】 
・事業者が中間貯蔵施
設またはフランス再処理
施設へ搬出（返還後の
固化体は中間貯蔵施
設）が主 

【あり】 
・ＮＤＡがセラフィールド 
 再処理施設へ搬出 
 （ＮＤＡが廃炉会社に 
 委託） 

【あり】 
・事業者がラ・アーグ再
処理施設等へ搬出
（ｼｮｰA）（事業者がＡＲ
ＥＶＡに委託） 
・事業者が中間貯蔵施設へ
搬出（ﾓﾝﾀﾞﾚｰ:HWGCR） 
・事業者がサイト内暫定貯
蔵（ｽｰﾊﾟｰﾌｪﾆｯｸｽ：FBR） 

【あり】 
・ＥＮＲＥＳＡがサイト付 
 近でキャスク貯蔵（ﾎｾ･  
 ｶﾌﾞﾚﾗ） 
 

 

 
・事業者がサイト内プー 
 ルで貯蔵 
 （ふげん、浜岡） 

中間貯蔵施設
の状況 

【あり】 
・サイト内外貯蔵73か所 
  サイト内 71か所 
  サイト外 2か所 
・エネルギー省（ＤＯＥ） 
 が中間貯蔵施設設置 
 方針 

【あり】 
・サイト内外貯蔵15か所 
  サイト内 12か所 
  サイト外 3か所 

 
・ＮＤＡがセラフィールド
再処理施設を中間貯蔵
施設として活用予定 

 
・ラ・アーグ再処理施設に 
 貯蔵プールあり 

 
・ENRESAが集中中間 
 貯蔵施設設置自治体  
 を選定 
（ﾋﾞｼﾞｬﾙ・ﾃﾞ・ｶﾆｬｽ） 

 

 
・むつ市の中間貯蔵施 
 設は、東電・原電出資 

 

解体に
伴う放
射性廃
棄物
（低レ
ベル） 

処分方式 
（処分主体） 

【浅地中処分等】 
（発生者(事業者)） 

【地層処分】 
（ＢｆＳ） 

【浅地中処分等】 
（ＮＤＡ） 

【浅地中処分等】 
（ＡＮＤＲＡ） 

【浅地中処分等】 
（ＥＮＲＥＳＡ） 

【浅地中処分等】 
（発生者(事業者)） 

廃棄物の 
搬出先 

（解体完了、
解体中） 

【４か所】 
（ﾊﾞｰﾝｳェﾙ、ﾘｯﾁﾗﾝﾄﾞ、ｸ

ﾗｲﾌﾞ、ﾃｷｻｽ） 

【１か所建設中】 
（ｺﾝﾗｯﾄﾞ建設中） 

【１か所】 
（ﾄﾞﾘｯｸﾞ） 

（ﾄﾞｰﾝﾚｲ：建設中） 

【２か所】 
（ｵｰﾌﾞ、ﾓﾙｳﾞｨﾘｴ） 

【１か所】 
（ｴﾙ・ｶﾌﾞﾘﾙ） 

 
・建屋内で貯蔵 

廃止 
措置 

廃止方式 
（実施主体） 

事業者判断 
（事業者） 

旧国営：国営ＥＷＮ社判断 
    （ＥＷＮ社） 
民営：事業者判断 
    （事業者） 
※国は即時解体推奨 
 

旧国営：安全貯蔵 
    （ＮＤＡ） 
民営：事業者判断 
    （ＥＤＦｴﾅｼ゙ ）ー 
※民営は廃炉決定なし 

事業者判断 
（政府出資ＥＤＦ社がＡＲＥＶ

Ａ社等へ包括委託） 
※国は即時解体推奨 

 

即時解体 
（ＥＮＲＥＳＡ） 

安全貯蔵 
（事業者） 

跡地活用 
・更地化 
・火力に転換事例2件 

・更地化 
（完了実績なし） （完了実績なし） （完了実績なし） 

・更地化 

平成２６年７月 

※１ 網掛けは日本に比べて実績等を有する ※２  は国の関与 ３万kW以上 

※JPDR 

資
料
８

 

-62- 



海外・日本の電力システム改革の状況 

アメリカ ドイツ イギリス フランス スペイン 日本 

エネルギー自給率 
（原子力除く自給率） 

８５．０％ 
（７５．２％） 

４０．１％ 
（３１．７％） 

６０．７％ 
（５１．２％） 

５２．９％ 
（８．９％） 

２５．８％ 
（１３．０％） 

６・０％ 
（５．４％） 

原子力政策の動向 ・再生可能エネルギ 
 ー、原子力、天然 
 ガス等国内の利用 
 可能なあらゆるエ 
 ネルギー資源を活 
 用して自給を高め 
 海外への依存を低 
 減（All-of-the- 
 above energy  
 strategy） 
・2005年のエネルギ 
 ー政策法に基づき 
 原子力発電プラン 
 トに対し、政府が 
 融資保証を行う支 
 援策を実施 
 

・2002年に原子力法 
 を改正し、原子力 
 発電所の順次閉鎖 
 を決定 
・2010年に上記政策 
 を見直し、運転期 
 間を延長（32年 
 →44年） 
・2011年脱原子力に 
 転じ、2022年まで 
 の段階的閉鎖を決 
 定 
・2000年に再エネ開 
 発促進法を制定し 
 固定価格買取制度 
 を導入 
 

・2011年6月、政府 
 が原発計画維持を 
 公式に表明 
・地球温暖化対策等 
 から、2013年に原 
 子力にも固定価格 
 買取制度（CfD） 
 を導入 

・これまで原子力を 
 中心に自給率向上 
・現政権は、2025年 
 までに原子力依存 
 度を低減（75％ 
 →50％） 
・2000年から再生可 
 能エネルギーの導 
 入拡大に向け、固 
 定価格買取制度を 
 導入 

・2012年、現政権は 
 原子力維持に政策 
 転換 
・1990年代から再生 
 可能エネルギーの 
 導入拡大に向け、 
 固定価格買取制度 
 を導入 
 

・原子力は「重要な 
 ベースロード電 
 源」 
・一方、「原発依存 
 度は可能な限り低 
 減させる」 
 

電
力
シ
ス
テ
ム
改
革 

改革の 
概要 

・電力事業者3000社 
 以上。州ごとにシ 
 ステムは異なる 
・1990年代から自由 
 化推進 
  
 

・８大電力を中心に 
 多数の中小公営電 
 力があったが、 
 1998年に小売全面 
 自由化、発送電分 
 離 

・1990年に国営電力 
 の分割民営化、発 
 送電分離を実施。 
 小売の段階的自由 
 化を開始 
・1999年に小売全面 
 自由化開始 

・2000年に国営企業 
 ＥＤＦの発送電分 
 離を実施、小売全 
 面自由化を開始 
・2007年小売全面自 
 由化開始 

・1998年に小売段階 
 的自由化を開始、 
 2003年全面自由化 
 を決定し、2007年 
 に開始 

・1995年に発電自由 
 化、2000年に小売 
 段階的自由化を開 
 始 
 

改革後の 
状況 

・全面自由化は13州 
 （/50州）および 
 ワシントンＤＣ 
・電気料金は9.83ｾﾝ 
 ﾄ/kWh(2010年)で、 
 2001年比35％上昇 
 

・発電電力量は４大 
 グループ(※)が５ 
 割、小売供給量で 
 は４割を占める 
※E.oN(ｲｰｵﾝ),RWE(ﾗｲ
ﾝｳﾞｪｽﾄﾌｧｰﾚﾝ),EnBW(ｴ
ﾈﾙｷﾞｰｳﾞｧｰﾃﾞﾝｳﾞｭﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾙｸ),Vattenfall(ﾊﾞｯﾃﾝ
ﾌｫｰﾙ) 

・電気料金は13.18ｾ 
 ﾝﾄ/kWh(2010年)で 
 2001年比73％上昇 

・発電電力量は６大 
 グループ(※)が９ 
 割以上、小売供給 
 量では７割を占め 
 る 
※独RWE,独E.oN,仏
EDF,SSE(ｽｺﾃｲｯｼｭｱﾝﾄﾞ
ｻｻﾞﾝｴﾅｼﾞｰ),西ｲﾍﾞﾙﾄﾞ
ﾛｰﾗ,ﾌﾞﾘﾃｲｯｼｭｶﾞｽ 

・電気料金は13.06 
 ﾍﾟﾝｽ/kWh(2010 
 年：家庭用)で、 
 2001年比75％上昇 

・発電電力量はＥＤ 
 Ｆが８割、小売供 
 給量では法人８割 
 家庭９割を占める 
・電気料金は9.40ｾﾝ 
 ﾄ/kWh(2010年：家 
 庭用)で、2001年 
 比3％上昇 
 

・発電電力量は大手 
 ５社(※)が７割、 
 小売供給量では９ 
 割以上を占める 
※ｴﾝﾃﾞｻ,ｲﾍﾞﾙﾄﾞﾛｰﾗ,ｶﾞ
ｽﾞﾅﾁｭﾗﾙﾌｪﾉｰｻ,ｲﾄﾞﾛｶ
ﾝﾌﾞﾘｺ,独E.oNｴｽﾊﾟｰﾆｬ 

・電気料金は15.02ｾ 
 ﾝﾄ/kWh(2010年： 
 家庭用)で、2001 
 年比51％上昇 

平成２６年８月 

【出典】・総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会 原子力小委員会 参考資料（H26.6 経済産業省） 
    ・海外諸国の電気事業（電気事業連合会ＨＰ） 
    ・平成24年度諸外国における電力自由化等による電気料金への影響調査（H25.3 日本ｴﾈﾙｷﾞｰ経済研究所） 

・2016年までに小 
 売参入全面自由 
 化 
・2018年～2020年 
 までに送配電部 
 門の法的分離 

資
料
９
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（摘要）独：ﾄﾞｲﾂ、仏：ﾌﾗﾝｽ、西：ｽﾍﾟｲﾝ 



第４世代炉の概要 

炉型 中性子 冷却材 特徴 開発状況 参加国 

ナトリウム 
冷却高速炉 
（ＳＦＲ） 

高速 ナトリウム 

・ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑの増殖（ｳﾗﾝ資源の有効利用）
や廃棄物低減・低毒化が期待されている。 

・日本（もんじゅ）、ロシア、中国、インドに
おいて実験炉や原型炉が建設・運転中 
・仏国において廃棄物低減・低毒化に向
けた、実証炉（ASTRID）が計画中 
 

日本、仏、米、
ロシア、中国、
韓国、 
欧州共同体 

ガス冷却 
高速炉 
（ＧＦＲ） 

高速 ヘリウム 

・高温運転（850℃程度）が可能であり、熱

による水素製造や産業用の熱源として期
待されている。 
・ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑの増殖（ｳﾗﾝ資源の有効利用）
や廃棄物低減・低毒化が期待されている。 

・燃料の開発や実験炉の建設に向けた
設計検討等が行われている。 

日本、仏、 
スイス 
欧州共同体 

鉛冷却 
高速炉 
（ＬＦＲ） 

高速 鉛・ 
鉛-ﾋﾞｽﾏｽ 

・ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑの増殖（ｳﾗﾝ資源の有効利用）
や廃棄物低減・低毒化が期待されている。 

・ロシアで実験炉の建設に向けて研究開
発が進められている。 
・鉛による腐食への対応等が課題とされ
ている。 

日本、ロシア、
欧州共同体 

超高温 
ガス炉 

（ＶＨＴＲ） 
熱 ヘリウム 

・高温運転（1000℃程度）が可能であり、

効率的な発電の他、熱による水素製造や
産業用の熱源として期待されている。 

・中国、米国、韓国、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝで高温ガス
炉の商用化が計画されている。 
 

日本、仏、米、
スイス、中国、
韓国、カナダ、
欧州共同体 

超臨界圧水 
冷却炉 

（ＳＣＷＲ） 

熱・ 
高速 軽水 

・高温・高圧での運転を行うことから、熱効
率は現在運転している軽水炉（約３割）に
比べて約４割に向上するとされている。 

・材料や燃料被覆材の開発等が課題と
されている。 

日本、ロシア、
カナダ 
欧州共同体 

溶融塩炉 
（ＭＳＲ） 

熱・ 
高速 液体燃料 

・トリウムやウランのフッ化物を溶かし込
んだ溶融塩を燃料に運転を行う。 
・液体燃料の温度は約７００℃で高い熱効
率が期待されている。 

液体燃料の特性の把握や構造材の長
期健全性等が課題となっている。 

仏、ロシア 
欧州共同体 
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【出典】 ・「A Technology Roadmap for generation IV Nuclear Energy System」 （2002.12 U.S. DOE Nuclear Energy Research Advisory Committee and the Generation IV International Forum） 
       ・「Technology Roadmap Update for Generation IV Nuclear Energy Systems」 （2014.1 OECD/NEA for the Generation IV International Forum） 

平成２６年８月 
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